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既
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
刑
法
に
お
い
て
も
責
任
主
義
が
刑
法
の
支
柱
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
責
任
主
義
の
内
容

に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
論
争
の
一
大
主
題
で
あ
る
。
責
任
と
い
う
概
念
は
、
神
学
、
哲
学
等
で
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

刑
法
（
学
）
上
の
責
任
に
つ
い
て
、
以
下
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
主
な
る
学
説
を
概
観
す
る
。

a

ミ
ュ
ラ
ー
＝
デ
ィ
ー
ツ
説

ハ
イ
ン
ツ
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
デ
ィ
ー
ツ
（
＊
一
九
三
一
）
に
よ
れ
ば
（
139
）、

刑
法
の
責
任
と
い
う
の
は
、
違

法
行
為
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
所
為
関
係
的
で
あ
る
。
行
為
者
に
責
任
が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
状
況
に
お
い
て
他
行
為

可
能
性
の
能
力
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。「
責
任
非
難
の
前
提
は
、
…
…
行
為
者
が
規
範
適
合
の
行
為
を
す
る
決
定
が
で
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
非
難
の
対
象
は
自
由
な
自
己
決
定
権
の
誤
っ
た
濫
用
で
あ
る
か
ら
、
責
任
非
難
は
概
念
必
然
的
に
人
間
の
意
思
自
由
を
前
提
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と
す
る
。
そ
の
際
決
定
的
な
こ
と
は
ひ
と
え
に
個
別
行
為
者
の
能
力
と
可
能
性
で
あ
る
」。
個
別
行
為
責
任
と
他
行
為
可
能
性
の
能
力
と

い
う
こ
と
か
ら
、
性
格
学
的
（
性
格
責
任
、
人
格
責
任
）、
素
質
的
（
素
質
責
任
つ
ま
り
性
癖
責
任
）、
心
理
学
的
（
行
状
責
任
、
生
活
決

定
責
任
及
び
生
活
形
成
責
任
）
に
構
想
さ
れ
た
行
為
者
責
任
概
念
は
刑
法
と
は
無
縁
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
＝
デ
ィ
ー
ツ
の
責
任
概
念
か
ら

は
、「
行
為
者
に
規
範
適
合
の
行
為
が
な
る
ほ
ど
可
能
だ
が
、
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
、
無
理
な
要
求
が
で
き
な
い
場
合
」、
つ
ま
り
、

期
待
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
＝
デ
ィ
ー
ツ
は
、
行
為
者
の
責
任
を
虚
構
し
た
り
（「
国
が
必
要
と
す
る
擬
制
」）、（
非
現
実
の
）

平
均
人
で
量
っ
た
り
、
責
任
認
定
を
訴
訟
法
上
制
限
す
べ
き
と
す
る
要
求
を
斥
け
、「
む
し
ろ
、
行
為
者
自
身
を
、
行
為
者
の
社
会
的
振
る

舞
い
に
従
う
比
較
人
と
し
て
関
係
客
体
と
し
て
選
ぶ
可
能
性
し
か
残
っ
て
い
な
い
、
行
為
者
の
―
ど
の
み
ち
究
明
で
き
な
い
―
一
回

限
り
の
具
体
化
、
個
別
化
に
従
う
の
で
な
い
」
と
し
て
、
更
に
次
の
よ
う
に
詳
論
ず
る
。「
こ
の
途
を
歩
む
の
が
、
ま
さ
に
人
間
の
認
識
能

力
の
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
一
九
一
八
―
二
〇
〇
九
（
140
））

の
意
味
で
の
『
社
会
的
責
任
』
論

で
あ
る
。
行
為
者
の
社
会
人
と
し
て
の
関
連
性
、
行
為
者
自
身
の
社
会
的
成
長
と
い
っ
た
も
の
が
、
こ
れ
ら
は
生
活
史
に
お
い
て
職
業
、

家
庭
等
に
お
け
る
行
為
者
の
様
々
な
『
役
割
』
に
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
個
別
事
例
に
お
け
る
帰
属
可
能
性
を
決
め
る
有
用
な
尺
度
を
提

供
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
行
為
者
人
格
を
考
慮
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
よ
う
に
強
い
る
も

の
で
も
な
い
し
、
裁
判
官
の
認
定
の
で
き
な
い
こ
と
を
虚
構
す
る
こ
と
を
強
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
。
ま
さ
に
個
々
の
行
為
者
人

格
と
の
関
連
性
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
社
会
的
責
任
』
と
い
う
言
語
的
に
ま
ず
い
用
語
よ
り
も
個
人
責
任
と
い
っ
た

表
現
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
」。
本
説
は
意
思
自
由
を
前
提
と
し
た
責
任
概
念
を
展
開
す
る
が
、
そ
の
帰
結
は
次
に
扱
う
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク

説
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
通
説
的
責
任
概
念
に
近
い
。

b

イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
説

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
説
で
は
、
違
法
性
判
断
の
対
象
と
責
任
判
断
の
対
象
は
同
一
の
行
為
意
思
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
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違
法
性
判
断
で
は
当
為
に
反
す
る
と
し
て
、
責
任
判
断
で
は
非
難
可
能
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
ン
ス
＝
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
イ
エ

シ
ェ
ッ
ク
（
一
九
一
五
―
二
〇
〇
九
）
に
よ
れ
ば
（
141
）、

責
任
判
断
に
は
独
自
の
関
係
客
体
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
判
断
の
対
象
は
、
そ

こ
か
ら
所
為
へ
の
決
意
が
生
ず
る
、
違
法
の
所
為
に
現
れ
た
、
法
的
に
欠
陥
の
あ
る
心
情
（
非
難
に
値
す
る
法
心
情
）
に
関
連
し
た
違
法

の
所
為
で
あ
る
（
142
）。

法
心
情
（
Rechtsgesinnung）
は
市
民
の
社
会
秩
序
の
実
践
的
確
証
の
た
め
に
不
可
欠
な
性
質
で
あ
る
。
法
心
情
は

人
倫
的
心
情
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
法
規
範
に
よ
る
倫
理
的
拘
束
で
は
な
く
、
法
規
範
の
妥
当
性
へ
の
洞
察
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
責
任
は
、
法
心
情
の
非
難
に
値
す
る
欠
如
で
あ
り
、
こ
れ
が
構
成
要
件
該
当
で
違
法
な
行
為
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
欠

如
に
は
程
度
が
あ
り
、
規
準
と
な
る
の
は
意
思
形
成
の
諸
動
機
の
高
低
あ
る
価
値
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
責
任
は
、
不
法
と
同
じ
く
、
漸
増

概
念
で
あ
る
。
法
心
情
が
容
認
で
き
な
い
ほ
ど
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
準
拠
点
が
あ
り
、
準
拠
点
に
責
任
概
念
の
様
々
な
要
素
が
合
わ

せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
準
拠
点
か
ら
こ
れ
ら
の
要
素
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

責
任
非
難
を
根
拠
づ
け
る
規
準
と
し
て
、
行
為
者
が
個
人
的
に
「
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
D
afür-K
önnen）」、
つ
ま
り
、
被

告
人
と
し
て
法
廷
に
立
つ
個
人
が
法
秩
序
の
要
求
に
沿
っ
た
行
為
が
で
き
た
か
否
か
を
も
ち
出
す
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
こ
の
問
い
に
答

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
、
も
と
よ
り
、
特
定
の
人
、
具
体
的
所
為
に
と
っ
て
意
思
自
由
の
存
在
証
明
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
所

為
に
現
れ
た
法
心
情
の
欠
如
を
評
価
す
る
規
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、「
他
人
」
な
ら
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
年

齢
、
性
別
、
職
業
、
体
質
、
精
神
的
能
力
及
び
生
活
経
験
か
ら
行
為
者
に
等
し
く
考
え
ら
れ
る
べ
き
「
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び

つ
い
た
規
準
人
」
な
ら
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
社
会
・
比
較
尺
度
）。
身
体
上
の
欠
陥
、
理
解
力
の
欠
陥
そ
れ
に

人
生
経
験
不
足
が
行
為
者
に
帰
責
で
き
な
い
の
は
、
行
為
者
が
こ
れ
に
は
い
か
ん
と
も
な
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
法
秩
序
が
平
均
的
市

民
か
ら
期
待
し
て
い
る
程
度
の
法
心
情
、
注
意
及
び
意
思
力
に
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
行
為
者
の
責
任
を
な
す
が
、
そ
れ
は
行
為
者
が
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こ
れ
ら
の
要
求
に
こ
た
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
平
均
人
の
一
般
的
可
能
性
が
行
為
者
の
個
人
的
可
能

性
の
尺
度
に
転
換
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
同
様
の
事
件
で
確
か
だ
と
保
証
さ
れ
る
経
験
か
ら
、
具
体
的
事
件
に
お
け
る
行
為
者
の
自
己

制
禦
能
力
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
の
責
任
概
念
か
ら
す
る
と
、
嘗
て
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
し
た
よ
う
に
、
期
待
可
能
性
を
根
拠
づ
け
る
の

と
同
じ
規
準
に
よ
っ
て
期
待
不
可
能
性
と
い
う
一
般
的
免
責
事
由
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
は
、

主
観
的
期
待
不
可
能
性
論
だ
け
で
な
く
、
平
均
人
の
動
機
づ
け
能
力
に
基
づ
く
期
待
不
可
能
性
論
も
一
般
的
免
責
事
由
と
し
て
は
認
め
な

い
。
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
、「
現
行
法
に
よ
る
と
、
故
意
犯
罪
の
行
為
者
に
は
法
律
に
定
め
ら
れ
た
免
責
事
由
以

外
の
免
責
事
由
と
い
う
の
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
説
示
し
た
後
、
刑
法
は
責
任
領
域
に
お
い
て
、
な
る
ほ
ど
意
思
形
成
の
評
価

に
あ
わ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
形
を
整
え
て
、
法
律
に
定
め
ら
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
規
準
を
必
要
と
す
る
と

い
う
認
識
が
、
学
界
で
も
定
着
し
た
。
期
待
不
可
能
性
と
い
う
超
法
規
的
免
責
事
由
は
、
主
観
的
に
理
解
さ
れ
よ
う
と
客
観
的
に
理
解
さ

れ
よ
う
と
、
刑
法
の
一
般
予
防
効
果
を
弱
め
、
法
の
適
用
に
お
い
て
不
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。「
期
待
不
可
能
性
」
は
役
に
立

つ
規
準
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、免
責
事
由
と
い
う
の
は
法
律
の
体
系
か
ら
す
る
と
拡
張
適
用
の
で
き
な
い
例
外
規
定
で
あ
る
。

厳
し
い
生
活
状
況
に
お
い
て
す
ら
、
社
会
は
法
服
従
を
要
求
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
か
ら
か
な
り
の
犠
牲
が
要
求
さ
れ
る
場

合
で
あ
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
。

違
法
性
の
検
証
で
は
、
顕
現
し
た
行
為
意
思
が
法
秩
序
と
一
致
し
て
い
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
責
任
の
検
証
で
は
、
所
為
に
現
れ
た

心
情
が
行
為
者
の
法
に
対
す
る
非
難
に
値
す
る
態
度
の
表
れ
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
但
し
、
免
責
事
由
と
い
う
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の
は
、
行
為
者
の
責
任
の
欠
如
で
専
ら
説
明
で
き
る
も
の
で
な
く
、
所
為
の
不
法
の
程
度
と
責
任
の
程
度
双
方
の
減
少
に
基
づ
い
て
い
る

と
い
う
点
で
、
二
重
の
地
位
を
有
し
て
い
る
。
立
法
者
は
、
こ
の
不
法
と
責
任
の
二
重
の
減
少
か
ら
、
免
責
事
由
に
当
る
所
為
は
処
罰
に

値
せ
ず
、
そ
れ
故
、
不
処
罰
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
帰
結
を
引
き
出
す
。

す
な
わ
ち
、
責
任
能
力
と
違
法
性
の
意
識
は
責
任
根
拠
づ
け
要
素
で
あ
る
。
行
為
者
が
責
任
無
能
力
と
か
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
禁

止
の
錯
誤
の
状
態
で
行
為
を
し
た
と
き
、
は
じ
め
か
ら
責
任
が
欠
如
す
る
。
そ
れ
故
、
責
任
無
能
力
と
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
禁
止
の

錯
誤
は
責
任
阻
却
事
由
（
Schuldausschließungsgründe）
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
法
心
情
の
欠
如
が
非
難
に
値
す
る
と
は
云

え
な
い
。
行
為
者
に
は
、
所
為
の
不
法
を
洞
察
す
る
、
な
い
し
こ
の
洞
察
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
違
法
な
行
為
意
思
の
形
成
も
そ
の
活
動
も
責
任
非
難
の
対
象
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
免
責
事
由

（
Entschuldigungsgründe）
と
い
う
の
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
所
為
の
不
法
内
実
と
責
任
内
実
の
減
少
を
も
た
ら
し
は
す
る
。

し
か
し
、
不
法
は
完
全
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
果
不
法
は
、
緊
急
避
難
や
過
剰
防
衛
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
人
の
利
益
を
犠

牲
に
し
て
自
分
の
利
益
を
保
護
し
た
分
だ
け
減
少
し
、行
為
不
法
は
行
為
者
の
追
求
す
る
正
当
な
目
的
に
よ
っ
て
減
少
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

不
法
減
少
は
間
接
的
に
責
任
減
少
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
、
本
来
の
所
為
の
責
任
内
実
が
減
少
す
る
の
は
、
行
為
者
が
、
規
範
に
則
っ
た

自
己
決
定
を
す
る
こ
と
を
完
全
に
不
可
能
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
著
し
く
困
難
に
し
て
い
る
異
常
な
状
況
に
お
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
の
責
任
減
少
と
云
え
る
が
、
完
全
に
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
為
者
の
責
任

能
力
も
禁
止
の
認
識
も
、
所
為
に
お
い
て
存
在
す
る
例
外
状
況
に
お
い
て
除
去
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
免
責

事
由
が
あ
る
と
き
、
当
罰
性
の
域
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
不
処
罰
の
効
果
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
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期
待
可
能
性
、
期
待
不
可
能
性
と
い
う
の
は
、
個
別
事
例
で
重
要
な
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
、
正
し
く
判
断
す
る
よ
う
に
裁
判
官
に

指
図
す
る
「
調
節
原
理
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
内
容
的
に
そ
れ
ほ
ど
に
不
定
の
原
理
で
満
足
す
る
必
要
は
無
い
。
と
い
う
の
は
、
免

責
事
由
の
規
準
は
、
法
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
決
し
て
不
定
だ
と
は
云
え
な
い
し
、
超
法
規
的
義
務
衝
突
の
場
合
で
も
、
学
説
に
よ
っ
て

具
体
的
規
準
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。

c

バ
オ
マ
ン
／
ヴ
ェ
ー
バ
ー
／
ミ
チ
ュ
説

ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
オ
マ
ン
（
一
九
二
二
―
二
〇
〇
三
）
等
は
、
責
任
を
行
為
者
の
欠
陥
の

あ
る
意
思
形
成
に
見
る
。
行
為
時
点
に
お
い
て
十
分
な
個
人
的
制
禦
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
適
法
な
行
為
選
択
肢
を

遂
行
す
る
こ
と
が
行
為
者
に
は
可
能
だ
っ
た
し
、
期
待
で
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
行
為
者
は
具
体
的
状
況
に
お
い
て
行
為
を
し
、
そ
れ
に

よ
り
刑
法
上
の
不
法
を
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
事
実
が
行
為
者
の
非
難
を
可
能
と
す
る
。
行
為
者
に
非
難
可
能
な
の
は
所
為
の
基

礎
に
あ
る
非
難
に
値
す
る
精
神
的
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、行
為
者
が
処
罰
さ
れ
う
る
の
は
、そ
の
内
的
態
度
の
故
で
な
く
、こ
れ
に
よ
っ

て
つ
く
り
出
さ
れ
た
犯
罪
行
為
の
故
で
あ
る
。
心
情
は
犯
罪
行
為
に
表
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
だ
け
が
行
為
者
の
非
難
を
可
能
と

す
る
。
決
定
的
な
の
は
、
行
為
者
が
行
為
に
代
わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
に
法
義
務
侵
害
が
主

観
的
に
回
避
可
能
だ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
責
任
非
難
の
程
度
、
つ
ま
り
、
ど
の
程
度
行
為
者
が
犯
罪
行

為
の
と
き
に
法
秩
序
か
ら
、
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
観
念
か
ら
離
れ
て
い
た
の
か
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
143
）。

こ
の
よ
う
に
バ
オ
マ
ン
等
は
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
説
と
近
い
責
任
概
念
を
展
開
す
る
が
、
し
か
し
、
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
と
は
異
な
り
、
責
任
阻

却
事
由
と
免
責
事
由
を
区
別
す
る
実
質
的
根
拠
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
論
ず
る
（
144
）。

規
範
に
則
っ
た
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
状
況
と
い
う
も
の
が
生
じ
う
る
。
こ
う
い
っ
た
場
合
、
刑
法
は
一
般
的
な
人
間
的
弱
さ
を
前
に
し
り
込
み
し
、
超
人
的
な
も
の
を
要
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求
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
責
任
非
難
の
前
提
に
は
、
規
範
に
則
っ
た
行
為
が
人
に
実
際
に
期
待
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
規

範
に
則
っ
た
行
為
が
期
待
で
き
な
い
と
き
、
責
任
は
無
く
な
る
。
正
当
化
事
由
の
場
合
、
凡
そ
考
え
つ
く
限
り
の
全
て
の
正
当
化
規
範
に

共
通
の
一
つ
又
は
い
く
つ
か
の
根
源
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
は
、
法
益
の
多
様
性
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
護
範
囲
の
多
様
性
の
た
め
に
、
で
き
な

い
が
、
責
任
阻
却
事
由
は
す
べ
て
規
範
に
則
っ
た
行
為
の
期
待
不
可
能
性
の
思
想
に
帰
着
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
期
待
不
可
能
性
が
認
め

ら
れ
る
と
き
、
法
定
の
責
任
阻
却
事
由
を
超
え
て
、
ご
く
一
般
的
に
、
責
任
阻
却
を
認
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
通
説
に
依

れ
ば
、
期
待
不
可
能
性
を
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
一
般
的
に
認
め
る
と
、
法
秩
序
の
解
体
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
、
一
般
的

に
拒
否
す
る
と
、
責
任
原
理
の
侵
害
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
他
行
為
可
能
性
の
期
待
不
可
能
性
と
い
う

の
は
過
失
の
作
為
犯
と
不
真
正
不
作
為
犯
に
限
定
さ
れ
る
。
バ
オ
マ
ン
等
は
、
通
説
を
更
に
進
め
て
、
行
為
者
が
第
三
五
条
の
責
任
阻
却

事
由
と
似
た
強
さ
の
強
制
状
況
の
中
に
あ
る
と
き
、
作
為
犯
か
不
作
為
犯
か
、
故
意
犯
か
過
失
犯
か
を
問
わ
ず
、
他
行
為
の
期
待
不
可
能

性
を
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
認
め
る
。
法
律
が
一
般
的
に
故
意
作
為
犯
の
行
為
者
に
規
範
侵
害
の
不
作
為
を
期
待
し
て
い
る
と
き
で
も
、

こ
れ
は
、
抵
抗
し
が
た
い
強
さ
の
動
機
づ
け
が
行
為
者
を
所
為
へ
と
強
制
す
る
と
き
に
は
妥
当
し
な
い
。
但
し
、
こ
の
種
の
強
制
状
況
を

認
め
る
に
当
っ
て
寛
大
に
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
結
局
、
バ
オ
マ
ン
等
は
、
超
法
規
的
責
任
阻
却
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
し

か
し
、
期
待
不
可
能
性
を
一
般
的
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
承
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

d

シ
ェ
ヒ
説

ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ェ
ヒ（
＊
一
九
四
〇
）は
、責
任
概
念
を
規
範
的
応
答
可
能
性
と
自
由
の
意
識
を
結
合
し
て
理
解
す
る
（
145
）。

自
由
の
意
識
が
社
会
的
共
同
生
活
及
び
答
責
の
帰
属
に
お
い
て
有
す
る
中
心
的
役
割
に
鑑
み
、
こ
の
主
観
的
自
由
が
刑
法
の
責
任
概
念
に

取
り
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
全
て
の
人
間
は
他
の
決
定
も
で
き
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
の
意
識

と
い
う
の
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
精
神
的
、
社
会
的
事
実
で
あ
る
。
人
は
痛
み
を
痛
み
の
体
験
と
し
て
し
か
感
じ
ら
れ
な
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い
の
と
同
様
に
、
決
定
の
自
由
に
対
応
す
る
の
が
他
行
為
可
能
性
の
意
識
で
あ
る
。
法
律
に
規
範
的
応
答
可
能
性
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て

い
る
の
は
制
禦
能
力
の
主
観
的
確
信
で
あ
る
。
自
由
の
意
識
は
実
際
の
決
意
選
択
肢
の
個
人
的
活
動
余
地
を
つ
く
り
、
行
為
す
る
者
に
規

範
的
期
待
を
向
け
る
可
能
性
も
開
く
。
一
九
五
二
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
決
定
を
変
形
し
て
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
が
で
き

る
。「
人
間
は
、
自
由
の
意
識
を
も
っ
て
行
動
す
る
素
質
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
い
つ
で
も
答
責
の
あ
る
決
定
を
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起

こ
さ
れ
る
。
…
…
自
由
の
意
識
は
決
定
論
や
非
決
定
論
を
信
奉
す
る
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
。
何
か
を
す
る
べ
き
か
、
何
か
を
す
る
べ
き

で
な
い
か
を
熟
慮
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
へ
と
決
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
全
く
の
理
論
的
問
題
で
あ
る
。
人
間
は
、
他
の
決
定
も

で
き
た
と
い
う
意
識
を
も
ち
な
が
ら
、
自
分
で
正
し
い
と
考
え
る
よ
う
に
決
定
す
る
だ
ろ
う
」。
こ
の
他
行
為
可
能
性
の
意
識
と
い
う
も

の
が
主
観
的
責
任
非
難
の
決
定
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
主
観
的
に
経
験
的
・
規
範
的
な
責
任
概
念
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
非
難
さ

れ
る
の
は
、
行
為
者
に
は
自
分
の
視
点
か
ら
、
法
に
組
し
、
不
法
に
抗
す
る
決
定
を
下
す
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
法
な

行
為
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
規
範
的
応
答
可
能
性
と
主
観
的
自
由
の
組
み
合
わ
せ
は
決
定
論
的
世
界
像
と
も
矛

盾
し
な
い
。
決
定
論
者
で
も
、
精
神
的
疾
患
が
な
い
か
ぎ
り
、
日
常
の
決
定
を
自
由
の
意
識
も
っ
て
下
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

結
局
、
個
人
的
責
任
判
断
の
二
つ
の
必
要
な
要
素
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
自
由
の
意
識
は
行
為
者
の
視
点
か
ら
、
な
ぜ
自
分

が
違
法
な
行
為
に
責
任
を
と
ら
さ
れ
る
の
か
の
基
礎
づ
け
を
し
、
他
方
で
、
規
範
的
応
答
可
能
性
と
い
う
構
想
概
念
は
刑
法
秩
序
の
視
点

か
ら
、
な
ぜ
意
思
自
由
の
証
明
不
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
的
健
常
者
が
そ
の
行
為
の
故
に
責
任
を
と
ら
さ
れ
る
の
が
正
当
な
の

か
の
基
礎
づ
け
を
す
る
。

本
説
は
、
一
人
称
の
視
点
か
ら
自
由
の
意
識
の
存
在
が
責
任
を
基
礎
づ
け
る
。
し
か
し
、
本
説
は
、
人
の
行
動
決
定
に
は
意
識
だ
け
で

な
く
、
無
意
識
も
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
自
由
の
意
識
は
時
間
的
に
変
化
し
う
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
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に
、
犯
行
時
点
で
は
他
行
為
可
能
性
が
あ
っ
て
も
、
後
の
時
点
で
振
り
返
る
と
、
他
行
為
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
意
識
し
う
る
。
し
か
も
、

自
由
の
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
ど
の
程
度
の
自
由
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
何
も
云
わ
な
い
の
で
あ
る
（
146
）。

e

機
能
的
責
任
概
念

aa

ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
説

ド
イ
ツ
で
は
、
責
任
原
理
は
刑
罰
の
上
限
を
画
す
る
機
能
だ
け
を
有
し
、
刑
量
を
定
め
る
の
は
専
ら
予
防
の

観
点
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
の
「
刑
法
代
案
」
第
五
九
条
第
一
項
は
、「
行
為
責
任
が
刑
の
上
限
を
画
す
る
」

と
定
め
、
同
条
第
二
項
は
具
体
的
刑
量
を
専
ら
予
防
の
目
的
に
従
う
と
定
め
た
。
そ
の
理
由
書
に
は
、「
応
報
思
想
を
防
止
し
た
い
」
と
い

う
消
極
的
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
代
案
教
授
陣
の
一
人
で
あ
る
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
（
147
）は

、
犯
罪
概
念
の
要
素
は
刑
事
政
策
の
目
的
設
定
と

一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
構
成
要
件
は
法
律
の
明
確
性
と
い
う
主
導
動
機
と
向
か
い
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
、
正
当
化
事
由
で
問

題
と
な
る
の
は
、
限
ら
れ
た
数
の
秩
序
原
理
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
紛
争
解
決
で
あ
る
こ
と
、
責
任
は
、「
刑
事
政
策
的
に
刑
罰
目
的
理

論
か
ら
影
響
を
受
け
る
」
こ
と
、
と
り
わ
け
、
責
任
阻
却
事
由
は
期
待
可
能
性
の
考
慮
に
基
づ
く
だ
け
で
な
く
、
刑
罰
が
こ
う
い
っ
た
場

合
一
般
予
防
か
ら
も
特
別
予
防
か
ら
も
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
と
論
ず
る
。
そ
れ
故
、ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
は
、責
任
原
理
を「
刑

罰
を
限
定
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
」
機
能
に
限
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
刑
法
の
責
任
論
は
意
思
自
由
に
依
存
し
な
く
て
も
よ
い

こ
と
に
な
る
。
従
前
の
責
任（
Schuld）を
刑
罰
の
予
防
的
必
要
性
の
範
疇
に
よ
っ
て
補
充
し
、両
者
を「
答
責（
V
erantw
ortlichkeit）」

と
い
う
新
し
い
体
系
概
念
で
一
括
す
る
。
こ
れ
が
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
の
説
く
機
能
的
責
任
概
念
（
funktionalerSchuldbegriff）
で
あ
る
。

責
任
は
、
国
の
刑
罰
権
力
の
柵
に
過
ぎ
ず
、
実
質
的
に
は
、「
規
範
的
応
答
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
法
の
行
為
を
す
る
」
以
上

の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
責
任
は
も
は
や
刑
罰
根
拠
づ
け
の
要
素
で
な
く
、
量
刑
の
上
限
を
画
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
量
刑
は

こ
の
限
界
内
で
専
ら
一
般
予
防
と
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
。
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本
説
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
責
任
が
刑
罰
の
上
限
を
画
す
る
と
き
、
責
任
は
こ
の
限
界
内
に
あ
る
刑
量
も
共
規
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
し
か
し
、
宣
告
刑
は
、
具
体
的
量
刑
が
予
防
目
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
判
決
の
下
さ
れ
る
べ
き
人
の
行
為
の
倫

理
的
性
質
へ
の
結
節
点
を
失
い
、
結
局
、
予
防
の
支
柱
的
要
素
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
に
あ
る
倫
理
的
核
心
に

訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
再
社
会
化
も
一
般
の
人
々
へ
の
刑
罰
の
社
会
心
理
学
的
効
果
も
望
む
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
刑
罰
を
計
量
す
る
た
め
の
責
任
規
準
を
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
責
任
に
お
け
る
意
思
自
由
の
問
題

を
回
避
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
代
償
で
あ
る
（
148
）。
さ
ら
に
、
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
は
、
責
任
と
予
防
の
必
要
性
を
包
含
す
る
答
責
と
い
う

概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
三
段
階
か
ら
成
る
従
来
の
犯
罪
理
論
体
系
を
い
わ
ば
四
段
階
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
犯
罪
理
論
体
系
の

肥
大
化
を
も
た
ら
す
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
点
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
責
任
無
能
力
（
第
一
九
条
、
第
二
〇
条
）

と
禁
止
の
錯
誤
（
第
一
七
条
）
は
責
任
阻
却
事
由
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
過
剰
防
衛
（
第
三
三
条
）
と
免
責
緊
急
避
難
（
第
三
五
条
）
は
予

防
的
処
罰
の
必
要
性
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
免
責
緊
急
避
難
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
の
云
う
よ
う
に
、

責
任
の
減
少
だ
け
で
な
く
、
予
防
の
必
要
性
が
関
係
し
た
規
定
だ
と
し
て
も
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
裁
判
官
は
責
任
の
存
否
・
減

少
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
予
防
の
必
要
性
を
認
定
す
る
必
要
は
な
い
。
立
法
者
が
最
初
か
ら
免
責
緊
急
避
難
の
場
合

に
は
予
防
の
必
要
性
が
な
い
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
免
責
緊
急
避
難
の
規
定
は
専
ら
犯
罪
理
論
上
責
任
の
問
題
と
し

て
扱
う
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
（
149
）。

bb

ヤ
コ
プ
ス
説

さ
ら
に
そ
の
先
を
行
く
の
が
、
責
任
を
専
ら
規
範
確
認
的
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
導
く
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
プ
ス

（
＊
一
九
三
七
）
の
責
任
論
で
あ
る
。
ヤ
コ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
は
侵
害
さ
れ
た
規
範
の
妥
当
性
へ
の
一
般
の
人
々
の
確
信
を
動
揺
さ
せ
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る
の
で
あ
り
、
犯
罪
に
対
す
る
反
作
用
が
起
こ
ら
な
い
と
、
規
範
の
存
立
力
が
揺
ら
ぐ
。
そ
れ
故
、
シ
ス
テ
ム
理
論
を
基
礎
と
し
て
、「
規

範
の
正
し
い
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
な
い
こ
と
」
を
一
般
の
人
々
に
証
明
す
る
機
能
を
刑
罰
に
与
え
る
必
要
が
あ
る
（
150
）。

刑

罰
は
信
頼
消
失
の
恐
れ
を
阻
止
す
る
の
で
あ
り
、
侵
害
さ
れ
た
規
範
の
妥
当
力
を
一
般
の
人
々
に
証
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
法
的
誠
実

性
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
（
151
）。

そ
れ
故
、「
規
範
承
認
の
訓
育
」
に
必
要
な
程
度
で
責
任
が
帰
属
さ
れ
、
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
（
152
）。

す
な
わ
ち
、

「
責
任
は
一
般
予
防
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、
こ
の
予
防
に
よ
っ
て
量
定
さ
れ
る
（
153
）」。

か
く
し
て
、
ヤ
コ
プ
ス
に
依
れ
ば
、
責
任
は
貼
付
へ
と
縮
減
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
責
任
は
、
刑
罰
で
追
求
さ
れ
る
目
的
の
達
成
の
た
め

に
必
要
な
場
合
に
、
縫
い
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
154
）。

こ
の
目
的
は
刑
罰
規
範
へ
の
信
頼
の
安
定
化
に
あ
る
か
ら
、
責
任
は
「
一
般
予
防

の
派
生
体
（
155
）」

と
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
責
任
が
一
般
予
防
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
責
任
の
内
実
を
定
め
る
に
当
っ
て
、「
そ
の
時
々
の
社

会
の
体
制
」
が
決
定
を
下
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
。
ど
の
程
度
の
社
会
的
強
制
が
責
任
を
帰
属
さ
れ
る
行
為
者
に
負
わ
せ
ら
れ

う
る
か
、
ど
の
程
度
の
行
為
者
の
攪
乱
的
特
異
性
が
国
と
社
会
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
は
、
関
係
者
の
間
で
協
議
し

て
決
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、責
任
非
難
は
行
為
者
が
法
益
を
故
意
ま
た
は
過
失
で
侵
害
し
た
こ
と
に
関
係
す
る
の
で
な
く
、

行
為
者
が
義
務
の
あ
る
自
分
の
「
組
織
圏
」
に
お
け
る
欠
如
に
関
係
す
る
。
責
任
は
、「
関
係
規
範
に
従
っ
て
自
ら
を
動
機
づ
け
る
」
用
意

の
欠
如
に
対
す
る
行
為
者
の
「
管
轄
」
で
あ
っ
て
、「
こ
の
欠
如
が
、
一
般
的
規
範
信
頼
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
よ
う
に
は
理
解
さ
れ

え
な
い
」
場
合
に
問
題
と
な
る
。

こ
う
い
っ
た
ヤ
コ
プ
ス
説
は
そ
の
包
蔵
す
る
問
題
性
の
故
に
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
主
た
る

理
由
と
し
て
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
①
ヤ
コ
プ
ス
の
責
任
モ
デ
ル
で
は
、
本
来
、
責
任
に
与
え
ら
れ
る
刑
罰
限
定
機
能
が
失
わ
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れ
る
（
156
）。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
過
剰
に
厳
し
い
刑
罰
で
な
く
、
正
し
い
刑
罰
だ
け
が
規
範
信
頼
の
安
定
化
に
寄
与
す
る
と
い
う
反
論
が
考
え

ら
れ
る
が
（
157
）、

こ
の
論
拠
が
適
切
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
一
般
の
人
々
へ
の
処
罰
の
規
範
安
定
化
効
果
の
実
証
的
解
明
は
不
十
分
で
あ
る
（
158
）。

か
り
に
こ
の
論
拠
が
適
切
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
異
な
っ
た
装
い
を
凝
ら
し
た
責
任
原
理
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
（
159
）。

次
に
、
②
ヤ
コ
プ
ス

の
責
任
概
念
で
は
、
犯
罪
者
個
人
が
道
具
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
他
人
が
そ
の
規
範
信
頼
の
点
で
強
化
さ
れ
る

た
め
に
、
犯
罪
者
個
人
が
規
範
の
拘
束
力
宣
言
を
目
立
た
せ
る
た
め
の
見
せ
し
め
と
な
る
し
か
な
い
。
責
任
主
義
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る

べ
き
人
間
の
尊
厳
に
反
し
て
、
人
が
道
具
化
さ
れ
て
し
ま
う
（
160
）。

さ
ら
に
、
③
刑
罰
規
範
の
妥
当
力
を
強
化
す
る
た
め
に
ど
の
程
度
の
刑
罰

が
必
要
で
あ
る
の
か
の
精
密
な
尺
度
は
存
在
し
な
い
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
そ
の
尺
度
の
開
発
は
難
し
い
（
161
）。
又
、
④
ヤ

コ
プ
ス
の
責
任
モ
デ
ル
に
は
、
い
わ
ゆ
る
潜
在
的
機
能
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
責
任
モ
デ
ル
が
機
能
す
る
か
ど
う
か
は
、
規
範
名
宛
人
が

責
任
帰
属
の
機
能
を
見
抜
い
て
い
な
い
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
専
ら
規
範
信
頼
の
維
持
と
い
う
こ
と
に
応
じ
て
処
罰
さ

れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
帰
属
が
個
人
と
し
て
の
行
為
者
と
は
関
係
の
無
い
規
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
多
く

の
人
に
気
づ
か
れ
る
と
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
規
範
信
頼
が
促
進
さ
れ
ず
、
減
少
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
破
壊
さ
れ
る
方
向
に
行
く
（
162
）。

さ
ら
に
、
⑤
刑
罰
は
規
範
信
頼
の
確
保
だ
け
を
問
題
と
し
う
る
の
だ
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
に
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
た
め

に
は
、
一
般
の
人
々
は
十
分
に
刑
罰
の
現
実
に
つ
い
て
情
報
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
、
ヤ
コ
プ
ス
の
積
極
的

一
般
予
防
論
は
、
こ
の
刑
罰
の
効
果
が
生
ず
る
条
件
に
つ
い
て
は
意
に
介
さ
な
い
。
こ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
十
分
な
理
由
が
あ
る
。
刑
事

手
続
き
や
刑
事
判
決
の
一
般
の
人
々
へ
の
情
報
伝
達
の
実
際
は
規
範
信
頼
の
強
化
に
必
要
な
も
の
の
指
針
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
な

く
、
大
衆
媒
体
の
市
場
経
済
化
を
通
し
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
163
）。

最
後
に
、
⑥
そ
も
そ
も
、
刑
罰
の
意
味
は
責
任
か
ら
導
か
れ
る
の
で

あ
り
、
責
任
が
刑
罰
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
逆
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
犯
罪
概
念
に
お
け
る
責
任
は
、
不
法
の
相
関
概

念
と
し
て
、
不
法
か
ら
そ
の
存
在
を
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
責
任
の
重
さ
は
所
為
不
法
の
重
さ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
責
任
と
い
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う
こ
と
か
ら
、
刑
罰
に
、
先
ず
、
回
顧
的
に
責
任
を
調
整
す
る
機
能
が
生
じ
、
次
い
で
、
展
望
的
に
特
別
予
防
・
一
般
予
防
の
機
能
が
生

ず
る
。
責
任
が
刑
罰
の
関
数
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
刑
罰
が
責
任
の
帰
結
で
あ
る
。
責
任
は
刑
罰
の
基
礎
に
過
ぎ
な
い
が
、
責
任
を
予

防
規
準
で
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
責
任
が
既
に
刑
罰
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（
164
）。

ヤ
コ
プ
ス
説
は
、
そ
の
理
論
上
も
、
実
証
的
効
果
証
明
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
絶
対
的
刑
罰
論
に
近
づ
く
点
で
先
鋭
化
す
る
。
刑
罰
と
い

う
の
は
、
目
的
を
有
す
る
の
で
な
く
、
規
範
的
現
実
を
強
化
す
る
と
い
う
方
法
で
、
そ
れ
自
体
が
目
的
達
成
な
の
で
あ
る
（
165
）。

規
範
的
現
実

は
、
犯
罪
が
侵
害
さ
れ
た
規
範
の
妥
当
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
人
々
に
向
け
て
保
証
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
人
々
が

こ
れ
を
聞
き
、
信
じ
、
自
分
の
行
動
を
こ
れ
に
従
わ
せ
る
か
ど
う
か
、
こ
う
い
っ
た
実
証
的
に
把
握
で
き
る
外
部
世
界
の
効
果
は
も
は
や

重
要
で
な
い
。
刑
罰
は
象
徴
的
規
範
強
化
の
意
味
し
か
有
し
な
い
（
166
）。

cc

シ
ュ
ト
レ
ン
グ
説

ヤ
コ
プ
ス
と
似
た
結
論
に
至
る
の
が
責
任
を
社
会
的
処
罰
欲
の
反
映
と
捉
え
る
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ト
レ
ン
グ

（
＊
一
九
四
七
）
の
見
解
で
あ
る
（
167
）。

こ
れ
は
積
極
的
一
般
予
防
を
深
層
心
理
学
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。
本
説
は
、
個
々
人
は
規
範
適
合
の

行
為
を
禁
止
さ
れ
た
努
力
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
個
々
人
は
自
分
が
断
念
・
抑
圧
す
る

こ
と
に
、
規
範
を
無
視
し
、
断
念
し
な
い
者
を
処
罰
す
る
こ
と
で
報
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
こ
れ
が
タ
ブ
ー
の
維
持
を
確
実
に
し
、
断
念

し
た
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
せ
る
。
加
え
て
、
副
次
効
果
と
し
て
、
刑
罰
は
攻
撃
を
脇
に
そ
ら
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
復
讐
欲

を
向
か
い
入
れ
る
。
刑
罰
は
、
集
合
的
処
罰
欲
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
、
応
報
を
果
た
す
目
的
を
有
す
る
。
こ
の
応
報
欲
は
、
罪
種
、
犯

罪
の
重
さ
及
び
所
為
の
具
体
的
状
況
に
応
じ
て
、
大
小
が
あ
り
、
責
任
が
帰
属
さ
れ
る
か
、
そ
の
程
度
如
何
を
決
め
る
。
し
た
が
っ
て
、

責
任
と
い
う
の
は
、「
同
朋
市
民
の
安
定
化
欲
求
に
基
づ
く
帰
属
」
で
あ
る
。
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本
説
に
対
し
て
は
、
責
任
の
刑
罰
限
定
化
機
能
が
失
わ
れ
る
と
い
う
ヤ
コ
プ
ス
説
へ
の
批
判
が
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
と
云
え
る
。
さ
ら

に
、
シ
ュ
ト
レ
ン
グ
説
の
基
礎
に
あ
る
衝
動
抑
圧
モ
デ
ル
の
深
層
心
理
学
的
解
釈
の
一
般
的
妥
当
性
に
疑
問
が
あ
る
。
か
か
る
説
明
が
全

て
の
犯
罪
に
当
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
168
）。

ヤ
コ
プ
ス
説
、
シ
ュ
ト
レ
ン
グ
説
の
両
方
に
云
え
る
こ
と
だ
が
、
責
任
を
一
般
予
防
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で

な
い
の
で
あ
る
。
刑
法
に
よ
る
介
入
を
先
ず
も
っ
て
正
当
化
す
る
の
は
、
犯
罪
に
対
す
る
責
任
調
整
で
あ
り
、
評
価
順
位
を
逆
転
さ
せ
て
、

一
般
予
防
を
優
位
に
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
責
任
と
予
防
は
異
な
っ
た
次
元
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
で
は
、
個
人

の
正
義
が
犠
牲
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
責
任
主
義
の
否
定
は
無
差
別
の
威
嚇
戦
略
に
繋
が
る
。
責
任
と
一
般
予
防
は
異
な
っ
た
次
元
に
あ

る
。
責
任
で
は
、所
為
が
行
為
者
に
個
人
的
に
非
難
可
能
か
否
か
、そ
の
程
度
如
何
が
問
題
と
な
り
、一
般
予
防
で
は
、一
般
の
人
々
の
法
的

誠
実
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
有
責
行
為
の
故
に
行
為
者
に
対
す
る
制
裁
が
必
要
か
否
か
、
そ
の
程
度
如
何
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
（
169
）。

dd

メ
ル
ケ
ル
説

ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
と
ヤ
コ
プ
ス
の
刑
法
学
説
の
影
響
の
下
に
展
開
さ
れ
る
の
が
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
メ
ル
ケ
ル
（
＊
一

九
五
〇
）
の
見
解
（
170
）で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
刑
法
の
任
務
は
、「
自
由
主
義
社
会
に
お
け
る
平
和
な
且
つ
豊
か
な
共
同
生
活
を
確
か
な
も

の
に
す
る
一
般
的
行
為
規
範
の
保
障
」、
つ
ま
り
、「
規
範
保
護
」
に
あ
る
。
法
が
規
範
侵
害
に
対
応
し
な
い
と
き
、
法
は
、
規
範
妥
当
性

の
制
約
と
い
う
損
傷
を
甘
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
規
範
妥
当
性
の
保
障
人
と
し
て
の
国
が
黙
っ
て
甘
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
象
徴
的
喝

采
、
し
た
が
っ
て
、
侵
食
事
象
の
強
化
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
市
民
の
間
の
法
的
平
和
秩
序
を
放
棄
す
る
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も

な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
刑
法
に
よ
る
反
作
用
の
任
務
・
意
義
は
な
に
よ
り
も
破
ら
れ
た
規
範
の
「
修
復
」、
す
な
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わ
ち
、「
侵
害
さ
れ
た
規
範
妥
当
性
の
象
徴
的
回
復
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
れ
か
ら
の
規
範
妥
当
性
存
続
の
保
障
」
に
あ
る
。
禁
止
規
範
の
シ

ス
テ
ム
が
機
能
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
生
存
能
力
が
あ
り
し
か
も
生
存
の
価
値
が
あ
る
現
代
社
会
も
こ
れ
か
ら
の
社
会
も
考
え
ら
れ
な

い
。「
そ
れ
故
、
規
範
を
侵
害
す
る
行
為
者
に
対
す
る
規
範
防
衛
は
行
為
者
に
責
任
の
帰
属
と
刑
罰
に
よ
る
負
担
で
臨
む
の
だ
が
、
こ
の
こ

と
は
行
為
者
が
自
己
の
所
為
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
不
公
正
（
不
正
）
で
は
な
い
。
―
但
し
、
こ
の
特
別
の

規
範
防
衛
形
態
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
、
つ
ま
り
、
責
任
と
刑
罰
を
放
棄
で
き
る
、
理
に
適
っ
た
且
つ
成
果
を
約
束
す
る
選
択
肢
が

な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
」。

続
け
て
、
メ
ル
ケ
ル
は
非
難
抜
き
の
、
純
粋
に
予
防
指
向
の
措
置
は
選
択
肢
と
な
ら
な
い
こ
と
を
論
ず
る
。
社
会
の
安
全
の
た
め
の
特

別
予
防
戦
略
は
原
理
的
に
刑
罰
の
基
本
任
務
で
あ
る
侵
害
さ
れ
た
規
範
妥
当
性
の
回
復
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
規
範
妥
当
性
の
回
復
で
も
、
社

会
の
安
全
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
も
の
の
、
し
か
し
、
行
為
者
か
ら
の
社
会
の
安
全
で
は
な
く
、
法
妥
当
性
の
保
障
に
よ
る
社
会
の

安
全
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
純
粋
な
特
別
予
防
戦
略
は
、
い
か
に
効
果
的
、
比
例
的
、
人
道
的
で
あ
っ
て
も
、
端
か
ら
国

の
刑
罰
の
任
務
を
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
戦
略
は
将
来
の
規
範
侵
害
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
過
去
の

規
範
侵
害
が
「
修
復
さ
れ
な
い
」
状
態
に
な
る
。「
生
じ
た
規
範
侵
害
に
対
し
て
行
為
者
が
な
ん
ら
か
の
『
支
払
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
』
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
規
範
妥
当
性
の
信
用
で
き
る
修
復
は
あ
り
え
な
い
」
と
。
メ
ル
ケ
ル
説
に
は
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
説
や
ヤ
コ
プ

ス
説
が
抱
え
る
問
題
点
が
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
屡
述
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

f

性
格
責
任
論

性
格
責
任
と
い
う
の
は
、
決
定
論
の
立
場
か
ら
、
誰
に
も
自
分
を
犯
行
へ
と
仕
向
け
た
特
質
、
か
く
あ
る
こ
と
に

責
任
が
あ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ハ
イ
ニ
ッ
ツ
（
一
九
〇
二
―
一
九
九
八
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
グ
ラ
ー
フ
・
ツ
ー
・
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ド
ー
ナ
（
？
―
一
九
四
四
）、
カ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ン
ギ
シ
ュ
（
一
八
九
九
―
一
九
九
〇
）
等
が
そ
の
代
表
的
論
者

で
あ
る
（
171
）。

最
近
、
性
格
責
任
論
を
復
活
さ
せ
た
の
が
ロ
ル
フ
・
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
（
＊
一
九
三
八
）
で
あ
る
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル

ク
は
徹
底
し
た
決
定
論
の
世
界
像
か
ら
出
立
し
て
、
行
為
者
に
は
犯
行
時
点
に
お
い
て
現
に
し
で
か
し
た
行
為
以
外
の
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
主
張
す
る
の
だ
が
（
172
）、

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
責
任
非
難
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
帰
結
を
導
出
し
な
い
。
む
し
ろ
、
責
任
批
判
は
、

通
過
段
階
と
し
て
の
所
為
に
向
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、
本
来
は
行
為
者
の
人
格
に
向
け
ら
れ
る
。
性
格
形
成
の
際
の
自
由

と
は
関
係
な
く
、
人
は
自
分
の
性
格
に
責
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
（
173
）。

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
責
任
非
難
の
内
実
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。「
犯
罪
者
に
非
難
さ
れ
る
の
は
、
個
別
所
為
に
応
じ
て
、
本
質
的
な
特
性
、
性
格
の
欠
損
で
あ
る
、
そ
の
無
思
慮
で
あ
れ
、
い

か
な
る
程
度
で
も
、
そ
の
悪
意
で
あ
れ
。
こ
の
こ
と
を
す
で
に
言
語
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ば
非
難
の
誘
引
に
過
ぎ

な
い
所
為
を
飛
び
越
え
、
非
難
を
直
ち
に
（
…
…
）、
所
為
に
現
れ
る
性
格
に
向
け
る
」。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
の
男
友
達
と
付
き
合
っ
て

い
る
ト
ル
コ
人
少
女
の
兄
弟
が
こ
の
少
女
の
顔
を
刃
物
で
傷
つ
け
醜
く
す
る
と
い
っ
た
事
例
で
、
兄
弟
甲
が
そ
の
父
に
拳
銃
を
突
き
つ
け

ら
れ
て
直
ち
に
傷
害
行
為
に
及
ぶ
よ
う
に
命
令
さ
れ
る
と
い
っ
た
場
合
と
、
兄
弟
乙
が
自
発
的
に
し
か
も
家
族
の
意
思
に
反
し
て
傷
害
行

為
に
及
ぶ
場
合
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
は
免
責
緊
急
避
難
（
刑
法
第
三
五
条
）
と
し
て
不
処
罰
で
あ
る
が
、
後
者
は
処
罰
さ
れ
る
。

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
通
説
は
こ
の
差
異
を
自
由
な
決
定
の
存
否
で
説
明
す
る
が
、
し
か
し
、
か
か
る
説
明
で
は
認
識
の
な
い
過
失

の
不
作
為
の
可
罰
性
の
説
明
が
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
自
由
で
あ
れ
不
自
由
で
あ
れ
決
定
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
ま
け
に
、
故
意
犯
で

も
説
明
が
つ
か
な
い
。
乙
は
甲
と
同
様
に
不
自
由
に
行
為
を
し
た
。
甲
も
乙
も
他
の
行
為
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
当
該
犯
行
を
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
甲
に
は
不
安
が
、
乙
に
は
憎
悪
が
行
為
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
甲
は
不
安
に
も
か
か
わ
ら
ず
決

定
を
迷
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
乙
は
そ
の
動
機
づ
け
る
憎
悪
に
対
抗
す
る
も
の
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
駆

り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
因
果
状
況
の
中
で
強
制
さ
れ
た
、
不
自
由
な
状
態
で
犯
さ
れ
た
不
法
な
行
為
で
あ
る
。
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し
か
し
、
行
為
責
任
論
か
ら
す
る
と
、
甲
の
場
合
と
乙
の
場
合
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
と
も
に
不
自
由
に
お
い
て
犯
さ
れ

た
所
為
で
な
く
、
性
格
こ
そ
が
「
責
任
を
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」。
甲
に
犯
行
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
す
る
不
安
は
甲
の
本
来
の
性
質
の
特
徴

で
な
い
、
つ
ま
り
、
個
人
的
な
も
の
で
な
い
。
甲
の
状
況
に
お
か
れ
た
人
な
ら
同
じ
こ
と
を
す
る
と
い
う
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
乙
の
場
合
に
は
、
乙
に
犯
行
動
機
を
生
じ
さ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ほ
ど
に
成
長
し
た
乙
の
人
格
が
問
題
と
な
る
。
宗
教

的
・
人
種
差
別
的
に
分
別
を
失
っ
て
い
る
こ
と
は
乙
の
後
天
的
性
格
の
特
徴
で
あ
る
。
い
か
な
る
影
響
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
乙
は
自
分
の

姉
妹
を
憎
し
み
、
傷
害
行
為
に
及
ば
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
174
）。

非
難
は
所
為
の
起
源
、
性
格
そ
し
て
「
た
だ
通
過
的
に

だ
け
所
為
自
体
に
も
」
関
係
す
る
と
（
175
）。

本
説
に
は
、個
別
行
為
が
、事
前
に
そ
し
て
事
後
に
他
の
行
為
に
現
れ
た
行
動
素
質
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
合
、「
性
格
に
そ
ぐ
わ
な
い
」

所
為
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
こ
う
い
っ
た
不
一
致
の
状
況
で
、
当
該
個
別
行
為
、
つ
ま
り
、
犯
罪
行
為
が
「
真
の
」

性
格
を
と
も
か
く
も
行
為
時
点
で
の
そ
の
状
態
で
証
明
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
る
と
、
性
格
責
任
非
難
は
独
自
の
準
拠
点
を
失
う

こ
と
に
な
る
（
176
）。

専
ら
性
格
責
任
だ
け
で
刑
法
上
の
責
任
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

g

責
任
主
義
不
要
論

ド
イ
ツ
で
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
責
任
原
理
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
責
任
概
念
を
無
用
の
も
の
と
し
て
否
定

す
る
見
解
が
あ
る
。
ハ
ン
ス
・
ア
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
（
＊
一
九
四
一
（
177
））

は
、
法
外
に
重
い
一
般
予
防
の
要
求
を
限
定
す
る
た
め
だ
か
ら
だ
と
い
っ

て
、
責
任
を
必
要
と
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
制
裁
の
正
義
と
い
う
も
の
は
す
で
に
「
規
範
的
指
向
の
意
味
で
正
し
く
理
解
さ
れ
た
一
般
予

防
の
内
在
的
限
界
」（
統
合
一
般
予
防
）
に
よ
っ
て
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
論
ず
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
カ
ル
グ
ル
（
178
）（

＊
一
九
四

五
）
は
、「
道
徳
的
非
難
」
と
し
て
の
責
任
主
義
は
も
は
や
日
常
理
解
に
は
む
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、「
個
人
的
に
孤
立
さ
せ
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る
帰
責
」
と
い
う
の
は
、
社
会
が
犯
罪
発
生
へ
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
も
の
だ
と
の
異
議
を
唱
え
る
。
カ
ル
グ
ル
は
ま
た
、
責

任
原
理
が
前
提
と
す
る
自
由
を
有
し
な
い
行
為
者
を
不
利
益
扱
い
す
る
と
批
判
す
る
。
カ
ル
グ
ル
は
、
未
来
の
刑
法
を
「
専
ら
憲
法
の
基

礎
制
度
」
に
基
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
。
本
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
云
う
三
個
の
問
題
点
は
責
任
原
理
の
枠
内
で
考
慮
で
き
る
こ
と
で
あ
る

し
、
そ
の
提
言
も
、
ド
イ
ツ
で
は
責
任
原
理
が
憲
法
上
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
局
、
責
任
原
理
に
帰
着
す
る
と
批
判
さ
れ

る
。
ウ
ー
ヴ
ェ
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
（
＊
一
九
五
六
（
179
））
は
、
犯
罪
学
の
観
点
か
ら
い
か
な
る
形
態
の
責
任
原
理
も
否
定
し
、
将
来
の
た
め
に
、

本
来
の
「
社
会
防
衛
論
」
に
近
く
、
且
つ
、「
不
介
入
」
と
修
復
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
構
想
を
提
示
す
る
。
こ
の
新
構
想
の
構
築
は
「
客
観

的
答
責
の
原
理
」
の
例
外
な
き
適
用
に
基
づ
き
、
量
刑
は
「
比
例
の
原
理
」
に
則
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
バ
オ
ル
マ
ン
（
＊

一
九
五
二
（
180
））

は
、
責
任
主
義
に
は
「
意
味
論
的
不
明
確
性
」
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
帰
責
の
所
為
関
係
的
規
準
に
も
行
為
者
関
係
的
規
準
に

も
適
さ
な
い
と
し
て
こ
れ
を
退
け
、犯
罪
法
の
処
分
を
規
範
的
応
答
性
に
か
か
ら
し
め
る
の
は
法
政
策
的
要
請
か
ら
来
る
も
の
だ
と
し
て
、

「
所
為
関
係
的
処
分
法
」
に
お
い
て
責
任
原
理
は
「
社
会
害
悪
性
」
と
行
為
者
の
「
動
機
づ
け
可
能
性
」
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き

だ
と
論
ず
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
提
言
は
、
刑
法
が
果
た
す
行
為
者
の
人
権
保
障
機
能
を
十
分
に
評
価
し
て
い
な
い
し
、
そ
れ
に
行
為

者
及
び
一
般
の
人
々
の
正
義
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
181
）。

近
時
は
、
脳
神
経
生
理
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
責
任
主
義
不
要
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
グ
リ
シ
ャ
・
デ
ー
ト
レ
フ
ゼ
ン
は
犯
罪

に
対
す
る
法
律
効
果
を
回
顧
的
で
な
く
、
展
望
的
に
捉
え
る
処
分
法
を
提
案
す
る
。「
脳
科
学
の
知
見
か
ら
治
療
的
処
分
へ
の
途
が
示
さ

れ
る
」
と
（
182
）。

こ
れ
に
対
し
、
タ
チ
ャ
ー
ナ
・
ヘ
ル
ン
レ
（
＊
一
九
六
三
）
は
、
責
任
非
難
を
放
棄
し
て
、
不
法
非
難
に
焦
点
を
合
わ
せ
、

「
責
任
非
難
な
き
刑
事
罰
」
を
提
唱
す
る
。
そ
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
責
任
非
難
（
Schuldvorw
urf）
と
い
う
考
え
は
構
想
の
上

で
も
概
念
的
に
も
維
持
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
刑
事
罰
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
行
為
者
が
自
分
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の
行
為
に
責
め
を
負
う
と
い
う
こ
と
（
答
責
。
V
erantw
ortung）
の
決
定
的
規
準
は
、
行
為
者
に
所
為
不
法
（
有
害
な
効
果
又
は
危
殆

化
）
が
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
帰
属
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
価
値
判
断
は
、
行
為
者
が
法
違
反
に
責
め
を
負
う
こ
と
、

あ
る
他
者
（
又
は
「
一
般
の
人
々
」
を
構
成
す
る
他
の
多
く
の
者
）
と
の
相
互
作
用
に
お
い
て
不
法
を
犯
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

行
為
者
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
理
解
す
る
刑
事
手
続
き
の
構
造
か
ら
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
、
無
価
値
判
断
は
い
ず

れ
に
せ
よ
行
為
者
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
故
、
事
柄
自
体
に
即
し
た
不
法
認
定
か
ら
特
定
の
個
人
に
向
け
ら
れ
た
不
法
非
難

が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
不
法
非
難
は
、
有
用
で
あ
り
、
機
能
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は

な
い
し
、
そ
こ
か
ら
人
格
形
成
的
効
果
を
期
待
す
る
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
不
法
非
難
が
な
さ
れ
う
る
の
は
、

無
価
値
判
断
と
し
て
内
在
的
に
正
当
で
あ
る
か
ら
そ
し
て
そ
の
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
価
値
な
い
し
無
価
値
判
断
に
あ
た
っ
て
二

人
称
の
視
点
が
決
定
的
意
味
を
有
す
る
。
価
値
判
断
は
、
他
者
と
の
関
係
で
存
在
し
た
に
違
い
な
く
、
こ
の
人
間
間
の
関
係
で
無
視
さ
れ

た
行
為
義
務
に
関
係
す
る
。
刑
事
判
決
は
行
為
義
務
違
反
へ
の
反
作
用
で
あ
る
が
、
正
確
に
は
、
抽
象
化
・
一
般
化
さ
れ
た
行
為
義
務
違

反
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
な
、
つ
ま
り
、
人
間
間
で
具
体
化
さ
れ
た
行
為
義
務
違
反
へ
の
反
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
二
人
称
の
視
点
が

評
価
尺
度
の
た
め
に
本
質
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
刑
事
判
決
は
、
標
準
化
さ
れ
た
評
価
尺
度
を
用
い
て
、
被
害
者
に
代
わ
っ
て

行
わ
れ
る
非
難
で
あ
る
。
不
法
非
難
の
機
能
は
、
行
為
者
と
被
害
者
の
関
係
に
お
け
る
自
由
圏
を
標
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
判
決
は
人
々

に
、
と
り
わ
け
行
為
者
自
身
に
向
け
ら
れ
（
甲
は
不
法
に
乙
に
傷
害
を
加
え
た
こ
と
に
対
し
て
非
難
さ
れ
う
る
べ
き
で
あ
る
）、
そ
れ
故
、

不
法
非
難
の
た
め
に
も
答
責
帰
属
を
要
す
る
（
183
）。

通
説
は
責
任
概
念
の
基
礎
に
「
規
範
的
応
答
可
能
性
」
を
お
く
が
、
こ
れ
は
国
が
行
為
者

に
不
法
行
為
に
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
の
許
さ
れ
る
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
条
件
が
必
要
な
の
は
、
非
難
を
す
る
こ
と
の
論
理
、
民
主

主
義
法
治
国
に
お
け
る
同
位
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
理
か
ら
生
ず
る
。
対
話
構
造
モ
デ
ル
の
刑
事
手
続
き
に
お
い
て
は
対
話
の

成
立
が
要
件
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
刑
事
手
続
き
の
時
点
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
（
訴
訟
能
力
）
と
犯
行
時
点
に
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お
け
る
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
（
184
）。

⑵

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
責
任
概
念
の
変
遷

A

歴
史
的
経
緯

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
自
然
主
義
的
実
証
主
義
の
影
響
下
に
い
わ
ゆ
る
古
典
的
犯
罪
概
念
が
支
配
的
と

な
っ
た
が
、
そ
の
心
理
的
責
任
概
念
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
、
西
南
新
カ
ン
ト
学
派
の
価
値
哲
学
の
影
響
下
に
、
規
範
的
責
任
概
念
に

よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
魁
が
既
述
の
フ
ラ
ン
ク
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
、
社
会
的

実
証
主
義
の
勃
興
す
る
一
九
世
紀
に
す
で
に
規
範
的
責
任
概
念
の
先
駆
者
が
い
た
。
ユ
リ
ウ
ス
・
グ
ラ
ー
ザ
ー
（
一
八
三
一
―
一
八
八
五
）

が
そ
の
人
で
あ
る
（
185
）。

グ
ラ
ー
ザ
ー
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
旧
第
二
条
lit.g
の
定
め
る
帰
責
の
排
除
の
場
合
、
故
意
と
い
う
心
理
学
的
要

素
が
欠
如
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
た
。
法
律
は
、
帰
責
さ
れ
な
い
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
を
や
め
も
し
な
い
。
つ
ま
り
、
帰
責
さ
れ
な

い
行
為
は
「
許
さ
れ
る
行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」。
抵
抗
し
が
た
い
強
制
の
場
合
、
不
処
罰
は
む
し
ろ
「
特
別
の
法
規
範
」
の
「
特
別
の

理
由
」
に
基
づ
く
。
特
別
の
法
規
範
の
基
礎
に
は
、
刑
事
司
法
は
、
行
為
へ
の
感
覚
的
衝
動
に
対
し
て
は
、「
公
共
の
生
活
に
お
い
て
平
均

人
が
他
人
か
ら
前
提
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
」
だ
け
の
抵
抗
力
を
要
求
し
て
よ
い
。
免
責
の
た
め
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
問
い
は
、「
当
然
な

が
ら
こ
の
場
合
に
必
要
な
力
が
要
求
さ
れ
え
た
」
と
い
え
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
前
提
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
な
ら
、
抵
抗
し
が
た
い

と
い
う
こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
。「
異
常
な
状
況
」
の
下
で
異
常
な
抵
抗
力
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
、「
こ
の
状
態
の
下
で
の
法
違
反
は
そ
の
人

倫
的
作
用
の
点
で
個
々
の
法
関
係
の
攪
乱
を
超
え
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
公
共
の
法
状
態
そ
れ
自
体
を
危
殆
化
し
う
る
も
の
で
も
な

い
」。
そ
れ
故
、
こ
う
い
っ
た
行
為
態
様
は
不
処
罰
と
宣
告
さ
れ
る
。
但
し
、「
普
通
の
人
（
dergew
öhnlicheM
ensch）」
と
い
う
概
念

は
法
律
に
よ
る
も
っ
と
厳
密
な
定
義
か
ら
免
れ
て
い
る
。
裁
判
官
は
、「
法
的
市
民
」
の
比
較
行
動
に
倫
理
的
規
準
を
お
く
。
こ
の
規
準
で
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は
、「
倫
理
感
（
Ethos）」
が
大
多
数
の
国
民
と
時
代
の
人
倫
的
高
み
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
行
為
者
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、「
こ
の
国
民

と
こ
の
時
代
の
見
方
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
公
正
に
自
ら
要
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
規
準
は
揺
れ
動
く
に
し
て
も
、
そ

れ
で
も
「
そ
れ
は
依
然
と
し
て
客
観
的
規
準
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
誰
も
が
自
分
の
精
神
的
力
、
自
分
の
人
倫
的
弱
さ

で
計
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
判
断
は
「
底
な
し
」
に
陥
る
だ
ろ
う
。
グ
ラ
ー
ザ
ー
は
免
責
を
基
礎
づ
け
る
「
社
会
倫
理
的
規
準
」
を
構
築
し

た
の
だ
っ
た
。

グ
ラ
ー
ザ
ー
の
ヴ
ィ
ー
ン
の
同
僚
で
あ
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ー
ミ
ル
・
ヴ
ァ
ー
ル
ベ
ル
ク
（
一
八
二
四
―
一
九
〇
一
）
も
、「
行
為
者

は
他
人
に
な
り
え
た
の
で
あ
り
、
現
に
そ
う
あ
る
こ
と
に
、
そ
れ
に
相
応
す
る
行
為
を
す
る
と
こ
ろ
に
、
行
為
者
の
責
任
が
あ
る
」
と
論

じ
た
（
186
）。

法
規
定
は
「
平
均
人
の
擬
制
」
を
基
礎
に
お
く
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
ベ
ル
ク
は
、
抵
抗
し
が
た
い
強
制

に
お
け
る
期
待
可
能
な
道
徳
的
動
機
づ
け
力
の
た
め
の
規
準
を
「
普
通
の
意
思
の
固
さ
と
抵
抗
力
の
平
均
量
」
に
見
た
が
、
同
時
に
、
抽

象
的
規
準
を
で
き
る
だ
け
個
別
化
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
既
に
そ
の
前
の
一
八
六
二
年
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヴ
ェ
ッ

セ
リ
ー
（
一
八
〇
一
―
一
八
七
〇
）
が
、
緊
急
避
難
の
理
論
的
整
理
も
そ
の
限
定
も
唖
然
と
さ
せ
る
ほ
ど
の
現
代
的
観
点
か
ら
行
う
こ
と

が
で
き
た
（
187
）。

ヴ
ェ
ッ
セ
リ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
拠
し
て
、
緊
急
避
難
に
お
い
て
は
、
法
の
意
識
的
否
定
の
故
に
故
意
は
維
持
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
責
任
が
欠
如
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
れ
が
依
然
と
し
て
違
法
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
強
制
状
態
が
裁
判
官
の
裁
量
に

依
れ
ば
「
普
通
の
人
の
性
質
」
に
は
耐
え
難
く
、
そ
れ
故
、
容
赦
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
規
範
的
責
任
概
念
が
既
に
展
開
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ヤ
ン
カ
は
、旧
第
二
条
lit.g
を
現
行
刑
法
第
一
〇
条
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
定
義
し
た
（
188
）。

重
要
な
こ
と
は
、

裁
判
官
が
、「
同
じ
状
況
で
他
の
大
多
数
の
者
も
抵
抗
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
同
じ
よ
う
な
行
為
を
し
た
だ
ろ
う
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
か
否
か
で
あ
る
。
高
等
法
院
は
そ
の
後
何
度
も
こ
の
言
い
回
し
を
取
り
上
げ
た
。
最
後
に
、
エ
ド
ガ
ー
ル
・
マ
リ
ア
・
フ
ォ
ル
テ
イ
ン
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（
一
八
九
七
―
？
）
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
悪
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
待
不
可
能
性
を
一
般
的
免
責
事
由
と
す
る
一
人
ぼ
っ
ち
の
戦
士
と

し
て
現
れ
た
（
189
）。

フ
ォ
ル
テ
イ
ン
は
、
判
例
が
旧
第
二
条
lit.g
を
不
必
要
に
限
定
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
、
評
判
の
悪
い
「
骨
軟
化
」
を
避
け

る
た
め
に
、
一
般
的
規
準
と
し
て
「
誠
実
な
平
均
市
民
」
の
概
念
を
主
張
し
た
。

B

現
在
の
責
任
概
念

一
九
七
五
年
の
現
行
刑
法
は
、
旧
刑
法
の
立
脚
し
て
い
た
、
責
任
へ
の
帰
属
を
行
為
者
の
自
由
な
意
思
に
基

礎
づ
け
る
自
然
法
的
帰
責
論
（
旧
刑
法
第
一
条
）
と
は
異
な
り
、
責
任
の
観
念
論
的
理
解
を
斥
け
た
。
責
任
概
念
が
意
思
自
由
へ
の
信
仰

か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
見
解
が
第
一
〇
条
、
第
三
二
条
第
二
項
と
な
っ
て
貫
徹
し
た
の
で
あ
る
。
刑
法
の
規
定
は
、
個
々
人
の
世

界
観
的
立
場
や
信
仰
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
い
か
な
る
法
に
誠
実
な
者
か
ら
も
合
理
的
だ
と
認
識
さ
れ
う
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
の
で

あ
る
（
190
）。

既
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
間
も
無
く
、
旧
刑
法
第
二
条
lit.g
は
、
当
時
審
議
中
の
刑
法
改
正
を
先
取
り
す
る
形
で
、
一
九
五
八
年
の
高

等
法
院
の
判
決
に
よ
り
、
現
行
刑
法
第
一
〇
条
の
意
味
内
容
を
得
た
。
次
の
よ
う
な
事
案
だ
っ
た
。
一
五
歳
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
の
、
精

神
的
、
身
体
的
成
長
の
非
常
に
遅
れ
た
少
女
が
、
貧
乏
な
環
境
で
生
活
し
て
い
た
が
、
悪
し
き
義
父
の
命
令
で
川
原
の
草
地
に
あ
る
二
本

の
松
の
枯
れ
木
・
ま
き
を
盗
ん
だ
。
義
父
は
酒
飲
み
で
、
非
常
に
厳
格
だ
っ
た
。
義
父
は
少
女
を
よ
く
た
た
い
た
か
ら
、
少
女
は
義
父
を

怖
が
っ
て
、
そ
の
命
令
に
敢
え
て
逆
ら
う
こ
と
は
無
か
っ
た
。
当
時
の
判
例
か
ら
す
る
と
、
義
父
に
は
脅
威
が
あ
る
が
、
潜
在
的
に
過
ぎ

な
い
が
故
に
、
危
難
の
現
在
性
に
欠
け
て
い
た
。
高
等
法
院
は
、
正
義
の
安
全
弁
と
し
て
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
（
一

九
一
四
―
一
九
八
七
）
の
期
待
可
能
性
原
理
を
引
用
し
た
。
抵
抗
し
が
た
い
強
制
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
犯
罪
が
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、

規
準
に
則
っ
た
人
を
も
そ
う
さ
せ
た
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
期
待
可
能
性
は
人
群
に
対
し
て
、
異
な
っ
た
時
代
で
、
そ
し
て
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そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
異
な
っ
て
答
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
191
）」。
一
般
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
応
の
人
群
の
年
齢
、
社
会
的
状
況
、

身
体
的
、
精
神
的
抵
抗
能
力
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
（
192
）。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
フ
ェ
ル
デ
イ
ナ
ン
ド
・
カ
デ
チ
カ
（
一
八
七
四
―
一
九
六
四
（
193
））

と
テ
オ
ド
ー
ア
・
リ
ッ

ト
ラ
ー
（
一
八
七
六
―
一
九
六
七
（
194
））
ら
の
規
範
的
責
任
概
念
を
継
承
し
て
、「
責
任
と
は
非
難
可
能
性
で
あ
る
」
と
い
う
標
語
の
下
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
刑
法
の
規
範
的
責
任
概
念
を
発
展
さ
せ
た
。
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
の
師
で
あ
る
カ
デ
チ
カ
は
、
戦
前
既
に
、
一
九
二
〇
年
代
後

半
か
ら
、「
行
為
者
に
他
行
為
が
で
き
た
か
否
か
で
は
な
く
、
法
に
誠
実
な
し
か
も
良
心
的
人
間
な
ら
他
行
為
を
し
た
か
否
か
が
、
行
為
者

の
運
命
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
他
人
の
で
き
る
こ
と
を
行
為
者
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
、
刑
罰
や
保
安
処
分

を
用
い
て
矯
正
す
る
と
か
、
社
会
か
ら
排
除
し
た
い
理
由
な
の
で
あ
る
」、
そ
れ
故
、「
刑
罰
を
非
決
定
論
的
、
倫
理
的
責
任
概
念
か
ら
正

当
化
す
る
こ
と
は
」
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
永
劫
の
罰
の
宣
告
は
、「
も
っ
ぱ
ら
永
遠
な
る
裁
判
官
の
管
轄
に

入
る
も
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
の
裁
判
官
の
管
轄
に
入
る
も
の
で
は
な
い
」
と
論
じ
て
、
性
格
責
任
と
そ
の
客
観
化
及
び
こ
れ
の
期
待
可
能

性
へ
の
整
理
を
主
張
し
て
い
た
（
195
）。

リ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
説
、
な
か
ん
ず
く
、
カ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ツ
・
エ
ン
ギ
シ
ュ
（
一
八
九

九
―
一
九
九
〇
）
の
「
性
格
責
任
は
人
が
現
に
そ
う
あ
る
こ
と
に
責
任
を
取
ら
せ
る
（
196
）」、

エ
ル
ン
ス
ト
・
ハ
イ
ニ
ッ
ツ
（
一
九
〇
二
―
一
九

九
八
）
の
「
刑
法
に
お
い
て
は
誰
で
も
現
に
そ
う
あ
る
こ
と
に
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
を
引
用
し
な
が
ら
、「
意
思
決
定
の
義
務
違

反
は
、
行
為
者
に
他
行
為
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
そ
の
特
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
に
応
じ
て
ま
さ
し
く
悪
い
、
不
法
な
行
為

を
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
導
出
さ
れ
る
（
197
）」

と
し
て
、
責
任
を
意
思
自
由
の
問
題
か
ら
切
り
離
す
た
め
に
性
格
学
的
責
任
概
念
を
主
張
し
て

い
た
。
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ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
意
思
自
由
の
問
題
を
未
決
に
す
る
。「
人
間
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
自
由
で
あ
り
、
そ
の
道
徳
的
答
責
が
こ

の
自
由
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
い
と
、
人
間
が
こ
の
自
由
を
あ
る
特
定
の
決
定
に
対
し
て
有
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
問
い

は
、
全
く
異
な
る
問
い
で
あ
る
（
198
）」。

法
的
責
任
は
、「
他
の
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

程
度
を
充
足
し
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
（
199
）」

に
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
及

び
そ
の
他
の
後
継
者
と
同
じ
く
、
規
範
的
責
任
概
念
の
理
由
づ
け
、
免
責
、
そ
れ
ほ
ど
非
難
で
き
な
い
内
的
態
度
を
理
由
と
す
る
量
刑
に

お
け
る
責
任
減
少
は
期
待
可
能
性
と
い
う
同
じ
淵
源
か
ら
来
る
。
期
待
可
能
性
は
、
行
為
者
が
そ
の
所
為
に
よ
っ
て
、
法
秩
序
が
行
為
者

に
期
待
す
る
程
度
の
法
に
誠
実
な
動
機
づ
け
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
法
秩
序
と
い
う

の
は
法
的
に
承
認
さ
れ
た
文
化
観
で
あ
る
。
行
為
者
に
そ
の
都
度
具
体
的
に
期
待
可
能
な
程
度
の
内
的
法
的
誠
実
は
所
為
状
況
に
お
け
る

「
標
準
性
格
（
N
orm
alcharakter）」、
つ
ま
り
、「
規
準
に
則
っ
た
人
格
（
diem
aßgerechtePersönlichkeit）」
の
反
応
態
様
に
よ
っ

て
定
ま
る
（
200
）。

行
為
者
は
そ
の
人
格
、
性
格
が
標
準
尺
度
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
を
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
に
誠

実
な
意
思
形
成
と
い
う
平
均
的
当
為
の
客
観
的
尺
度
が
責
任
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
責
任
概
念
の
客
観
化
）。
期
待
可
能
性
が
、「
行

為
者
を
所
為
へ
と
駆
り
立
て
る
動
機
、
感
情
、
激
情
の
適
切
性
（
201
）」

を
、
し
た
が
っ
て
、
心
情
も
判
断
す
る
。
期
待
可
能
性
は
漸
増
概
念
と

し
て
の
責
任
を
確
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
状
況
の
下
に
あ
る
「
規
準
に
則
っ
た
人
格
」
が
断
然
と
当
然
の
こ
と
と
し
て
所
為
を
拒

否
し
た
と
云
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
責
任
は
重
く
な
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
行
為
者
の
代
わ
り
の
規
準
に
則
っ
た
人
格
も
違
法
に
行
為
を

し
た
と
云
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
責
任
は
減
少
し
、
つ
い
に
は
、
完
全
な
免
責
の
零
点
ま
で
来
る
（
202
）。

緊
急
状
態
に
お
い
て
も
、
心
理
的
圧

力
の
個
人
的
感
受
性
は
、
行
為
者
の
個
人
的
性
格
的
弱
さ
、
個
人
倫
理
的
評
価
と
同
様
に
、
規
準
と
は
な
ら
な
い
。
免
責
に
は
、
行
為
者

の
個
人
的
性
格
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、そ
の
時
々
の
外
的
状
況
に
よ
っ
て
行
為
者
に
生
じ
る
動
機
だ
け
が
重
要
た
り
う
る
。

ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
意
味
で
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
ア
ー
（
一
八
七
五
―
一
九
二
三
）
の
「
動
機
は
軽
減
し
、
性
格
は
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加
重
す
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
引
用
す
る
（
203
）。

こ
の
帰
結
が
一
九
七
四
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
〇
条
（
正
当
化
緊
急
避
難
）、
第
六
条
（
過
失
犯
）
の
定
め
る
期
待
不
可
能
性
に

よ
る
責
任
阻
却
で
あ
る
。「
行
為
者
の
状
況
に
お
い
て
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び
つ
い
た
人
か
ら
他
の
行
為
が
予
期
さ
れ
え
た
」

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
刑
法
第
三
二
条
第
二
項
第
二
文
は
量
刑
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
一
般
的
加
重
事
由
及
び
軽
減
事
由
を
定
め

る
。「
そ
こ
に
お
い
て
と
り
わ
け
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
ど
の
程
度
、
所
為
が
行
為
者
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
に
対
し
て
拒
否
的
又
は

無
関
心
な
態
度
に
帰
せ
ら
れ
う
る
か
、
ど
の
程
度
、
所
為
が
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び
つ
く
人
に
も
当
然
あ
り
う
る
外
的
事
情

又
は
動
因
に
帰
せ
ら
れ
う
る
か
」。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
、
行
為
者
の
不
利
益
に
働
く
の
が
性
格
の
欠
陥
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
自

分
の
本
質
要
素
、
つ
ま
り
、
結
局
、
現
在
の
人
と
な
り
に
責
め
を
負
う
（
204
）。

現
在
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
比
較
人
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
具
体
的
行
為
者
を
考
慮
す
る
こ
と
の
刑
法
第
三
二
条
第
二
項
と
の
関

係
で
あ
る
。
立
法
理
由
は
、法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び
つ
い
た
範
型
人
が
責
任
評
価
の
規
準
だ
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
学
説
で
は
、

ハ
イ
ン
ツ
・
ツ
イ
ッ
プ
（
一
九
二
九
―
一
九
九
二
）
が
刑
法
第
三
二
条
第
一
項
の
「
行
為
者
の
責
任
」
と
い
う
定
め
方
に
「
個
別
行
為
者

に
個
人
的
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
」
と
論
ず
る
（
205
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ニ
ン
ガ
ー
（
一
九
三
三
―

二
〇
〇
五
）
は
、
個
別
行
為
責
任
の
な
か
に
、
行
為
者
に
代
わ
る
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
法
に
誠
実
な
人
間
の
法
的
心
情
か
ら
生
ず
る
、

行
為
者
の
「
性
格
責
任
の
要
素
」
を
認
識
し
て
い
る
（
206
）。

フ
ラ
ン
ツ
・
パ
リ
ン
（
＊
一
九
〇
九
）
は
、
個
人
的
条
件
を
考
慮
す
る
の
は
「
行

為
者
の
身
体
的
、
知
的
能
力
及
び
経
験
知
識
に
限
定
し
、
裁
判
官
は
そ
の
他
の
点
で
は
法
律
の
客
観
的
規
準
に
従
う
べ
き
だ
と
論
ず
る
（
207
）。

パ
リ
ン
と
エ
グ
モ
ン
ト
・
フ
ォ
レ
ッ
ガ
ー
（
一
九
二
二
―
二
〇
〇
七
）
に
よ
る
と
、「
基
本
的
に
反
社
会
的
な
者
の
責
任
は
、
一
度
躓
い
た
、
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法
に
誠
実
な
者
の
責
任
よ
り
も
重
い
」
の
は
、
反
社
会
的
な
者
は
そ
の
心
的
態
度
に
お
い
て
、
瞬
間
犯
以
上
に
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価

値
と
結
び
つ
い
た
人
の
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
208
）。

ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
モ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
責
任
概

念
は
、
意
思
自
由
を
局
外
に
お
き
、
帰
属
を
客
観
的
な
社
会
的
行
為
期
待
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
さ
せ
る
か
ら
、
個
人
倫
理
を
含
ま
ず
、
排

除
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
縮
減
さ
れ
た
責
任
概
念
」
と
か
、
積
極
的
意
味
で
「
社
会
倫
理
的
責
任
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
客
観
的
規
準
を
で
き
る
だ
け
個
人
化
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
具
体
的
行
為
者
の
道
徳
性
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
個
人
倫
理
的
応
報
は
不
可
能
と
さ
れ
る
の
は
、
個
人
倫
理
的
応
報
と
い
う
も
の
が
、
特
定
の
人
間
の
他
行
為
可
能
性
を
媒
体
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
し
か
構
成
で
き
ず
、
特
定
の
人
間
に
代
わ
る
虚
構
の
人
を
媒
体
と
し
て
は
構
成
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
責
任
調
整
は
価

値
通
用
性
の
恢
復
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
行
為
者
の
倫
理
的
評
価
を
意
味
し
な
い
（
209
）。

マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ブ
ル
ク
シ
ュ
タ
ラ
ー
（
＊
一
九

三
九
）
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
基
礎
に
は
縮
減
さ
れ
た
責
任
概
念
が
あ
る
。「
行
為
時
に
顕
わ
に
な
っ
た
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値

と
の
結
び
つ
き
の
欠
如
を
確
認
す
る
」
だ
け
で
十
分
で
あ
る
が
、
他
方
で
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
の
覆
し
え
な
い
基
礎
」
に
は
、
人
間

に
は
「
評
価
を
す
る
素
質
が
あ
り
、
価
値
の
要
請
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
だ
と
い
う
洞
察
が
あ
る
。「
刑
罰
は
現
実
に
は
応
報
と

し
て
作
用
し
、
又
一
般
に
も
そ
う
感
じ
ら
れ
る
」。
し
か
し
、
こ
の
作
用
は
法
律
の
意
味
に
よ
れ
ば
「
目
的
と
さ
れ
て
い
な
い
」。
刑
罰
の

目
的
は
現
行
法
に
よ
れ
ば
「
専
ら
予
防
に
」
あ
る
（
210
）。

こ
の
よ
う
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
意
思
自
由
か
ら
解
放
さ
れ
た
責
任
概
念
が
支
配
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
機
能
的
責
任
概
念
、
つ
ま
り
、
予
防
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
刑
罰
を
行
為
者
の
有
利
に
上
に
向
か
っ
て

限
定
す
る
任
務
を
責
任
に
も
た
せ
る
、
あ
る
い
は
、
規
範
確
認
的
一
般
予
防
か
ら
責
任
を
導
出
す
る
学
説
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
の
受

け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
（
211
）。

ま
た
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
責
任
主
義
否
定
論
が
存
在
す
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
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ン
グ
・
シ
ュ
タ
ン
グ
ル
（
＊
一
九
四
九
）
は
い
か
な
る
責
任
非
難
に
よ
る
叱
責
に
も
断
固
と
し
て
反
対
す
る
。
有
責
判
決
に
代
わ
っ
て
、

「
行
為
者
の
全
力
を
尽
く
し
て
の
」
自
発
的
修
復
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
刑
法
は
社
会
的
和
解
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
（
212
）。

本
説
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
で
は
積
極
的
反
応
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。

C

一
般
的
免
責
事
由
と
し
て
の
期
待
不
可
能
性
の
賛
否

ド
イ
ツ
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
は
対
照
的
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

期
待
不
可
能
性
が
一
般
的
免
責
事
由
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
歴
史
的
に
見
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
旧
刑
法
第
二

条
lit.g
に
お
い
て
も
又
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
制
定
法
の
自
然
法
的
責
任
概
念
は
規
範
的
で
あ
っ
た
た
め
、
グ
ラ
ー
ザ
ー
、
ヴ
ァ
ー
ル
ベ

ル
ク
、
ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
に
合
わ
せ
て
、
責
任
概
念
を
個
人
倫
理
的
基
礎
か
ら
社
会
倫
理
的
基
礎
へ
と
移

す
こ
と
だ
け
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
期
待
可
能
性
と
い
う
新
し
い
責
任
概
念
か
ら
期
待
不
可
能
性
と
い
う
一
般
的
免
責
事
由
を
維
持

す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
（
213
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
な
歴
史
的
伝
統
が
な
く
、
新
た
に
一
般
的

免
責
事
由
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
現
れ
た
、
期
待
可
能
性
思
想
は
刑
法
規
範
の
堅
固
さ
に
と
っ
て

危
険
で
あ
る
と
い
う
論
拠
が
、戦
後
も
通
用
し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
二
〇
年
代
の
個
別
化
と
い
う
自
由
主
義
的
傾
向
が
、

「
ケ
ル
ゼ
ン
流
の
法
律
家
の
自
己
規
制
」
と
い
う
法
実
証
主
義
の
祖
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
は
こ
の
道
を
歩
ま
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
人
生
は
、
法
規
を
案
出
す
る
人
の
技
法
よ
り
も
創
意
に
富
ん
で
い

る
」、
そ
れ
故
、
免
責
事
由
を
実
証
主
義
的
に
考
え
る
べ
き
で
な
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る
（
214
）。

戦
後
の
ド
イ
ツ
で
一
般
的
免
責
事
由
と
し
て
の
期
待
不
可
能
性
が
浸
透
し
な
か
っ
た
の
は
、
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

免
責
事
由
を
主
と
し
て
不
法
減
少
に
帰
し
、
こ
れ
が
責
任
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
理
論
が
支
配
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
215
）。

し
か
し
、
こ
の
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理
論
は
不
法
と
責
任
を
混
合
す
る
も
の
で
、
適
切
で
な
い
。
結
果
不
法
に
つ
い
て
見
る
な
ら
、
あ
る
法
益
を
同
等
の
又
は
よ
り
価
値
の
低

い
法
益
を
救
済
す
る
た
め
に
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
じ
た
違
法
な
結
果
の
価
値
が
減
少
す
る
も
の
で
は
な
い
。
行
為
不
法
に
つ
い

て
も
、
こ
れ
が
減
少
す
る
と
す
る
た
め
に
は
、
積
極
的
な
行
為
目
的
も
故
意
に
含
ま
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
も
無
理
な
立
論
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
主
観
的
不
法
論
の
意
味
で
の
「
目
的
活
動
」
と
い
う
の
は
、
特
定
の
構
成
要
件
該
当
の
結
果
を
特
定
の
方
法
で
生
じ
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
因
果
事
象
の
故
意
に
よ
る
行
為
制
禦
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
の
動
機
は
意
思
形
成
に
属
す
る

か
ら
で
あ
る
。
動
機
は
故
意
に
向
か
う
衝
動
制
禦
に
関
係
し
、
専
ら
規
範
的
責
任
要
素
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
動
機
は
心
情
無
価
値
の
担

い
手
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
的
行
為
不
法
は
故
意
だ
け
を
構
成
要
件
に
配
属
す
る
の
で
あ
る
（
216
）。

⑶

ス
イ
ス
に
お
け
る
責
任
概
念
の
変
遷

ス
イ
ス
刑
法
も
責
任
刑
法
で
あ
る
。
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
は
所
為
に
関
す
る
無
価
値
判
断
で
あ
る
が
、
責
任
は
行
為
者
に
関
す

る
無
価
値
判
断
を
内
容
と
す
る
。
行
為
者
へ
の
個
人
的
非
難
が
可
能
な
場
合
に
だ
け
可
罰
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
は
可
罰
性
の

一
般
的
前
提
要
件
で
あ
る
。
責
任
は
刑
罰
根
拠
づ
け
機
能
を
有
す
る
（
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
）。
こ
れ
と
並
ん
で
、
責
任
は
量
刑
に
お

い
て
刑
罰
限
定
機
能
を
有
す
る
。
刑
罰
の
量
は
責
任
の
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
（
第
四
七
条
第
一
項
第
一
文
）。
責
任
は
国
の
行
為
者

へ
の
過
剰
な
介
入
を
遮
断
す
る
の
で
あ
る
（
217
）。

ス
イ
ス
刑
法
典
は
そ
の
総
則
第
一
章
第
二
節
に
、「
3

適
法
行
為
と
責
任
」
と
い
う
標
題
の

下
に
、
不
法
阻
却
事
由
と
し
て
第
一
四
条
（
法
令
行
為
）、
第
一
五
条
（
正
当
化
正
当
防
衛
）
及
び
第
一
七
条
（
正
当
化
緊
急
避
難
）
を
、

責
任
阻
却
事
由
と
し
て
第
一
六
条
（
免
責
正
当
防
衛
）、
第
一
八
条
（
免
責
緊
急
避
難
）、
第
一
九
条
（
責
任
無
能
力
と
限
定
責
任
能
力
）

及
び
第
二
一
条
（
不
確
か
な
責
任
能
力
）
を
一
括
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
規
定
振
り
は
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
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あ
る
（
218
）。

歴
史
的
に
見
る
と
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
頃
に
よ
う
や
く
、
責
任
と
い
う
刑
法
理
論
的
概
念
が
、
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ー
エ
リ

ン
グ
（
一
八
一
八
―
一
八
九
二
）
の
決
定
的
影
響
の
下
に
、
違
法
性
の
概
念
か
ら
明
確
に
分
離
さ
れ
た
。
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
や
エ
ル
ン
ス

ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ベ
ー
リ
ン
グ
（
一
八
六
六
―
一
九
三
二
）
は
、
そ
の
三
段
階
か
ら
成
る
犯
罪
理
論
体
系
に
お
い
て
こ
の
区
別
を

引
き
継
い
だ
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
古
典
的
犯
罪
概
念
に
よ
れ
ば
、
不
法
は
行
為
の
外
的
事
象
に
限
定
さ
れ
、
行
為
者
の
心
の
中
の
心
理
的
現

象
、
つ
ま
り
、
主
観
的
要
素
（
責
任
能
力
、
故
意
、
過
失
、
そ
の
他
、
厚
顔
無
恥
、
卑
し
い
心
情
と
い
っ
た
特
別
の
責
任
要
素
）
は
全
て
、

責
任
の
と
こ
ろ
で
一
括
さ
れ
た
。
こ
の
心
理
学
的
責
任
概
念
に
よ
れ
ば
、
責
任
で
は
、
行
為
者
の
そ
の
所
為
へ
の
主
観
的
関
係
が
問
題
と

な
る
。
故
意
と
過
失
は
責
任
の
異
な
っ
た
形
態
と
理
解
さ
れ
た
。
ス
イ
ス
刑
法
理
論
学
も
心
理
学
的
責
任
概
念
を
採
用
し
た
。
ヨ
ド
ツ

ス
・
テ
メ
（
一
八
六
六
―
一
九
三
二
）
に
帰
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
法
の
帰
責
は
行
為
者
の
（
有
責
の
）
意
思
に
関
係
す
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
、
一
方
で
、
か
か
る
意
思
を
形
成
す
る
能
力
と
し
て
、
責
任
能
力
を
前
提
と
す
る
、
他
方
で
、
帰
責
は
錯
誤
や
強
制
に
よ
っ

て
阻
却
さ
れ
る
（
219
）。

し
か
し
、
心
理
学
的
責
任
概
念
は
ス
イ
ス
刑
法
学
で
も
も
は
や
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
今
日
、
支
配
的
な
の
は
規
範
的
責

任
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
違
法
行
為
の
個
人
的
非
難
可
能
性
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
責
任
概
念
の
理
解
と
結
び
つ
く
の
が
、
社
会
倫

理
的
無
価
値
判
断
で
あ
る
。
所
為
の
不
法
が
行
為
者
に
認
識
可
能
で
あ
り
、
回
避
可
能
だ
っ
た
こ
と
、
行
為
者
が
、
他
人
が
自
分
の
立
場

に
お
れ
ば
行
為
し
た
だ
ろ
う
よ
う
に
行
為
し
な
か
っ
た
こ
と
、
行
為
者
が
不
法
に
味
方
し
、
法
に
反
し
た
決
定
を
し
た
こ
と
、
こ
う
い
っ

た
こ
と
が
行
為
者
に
非
難
さ
れ
る
（
220
）。
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ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
為
論
の
影
響
の
下
、
ス
イ
ス
刑
法
学
で
も
、
故
意
、
過
失
は
構
成
要
件
該
当
行
為
の
要
素
と
さ
れ
、
責
任

か
ら
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
現
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
責
任
に
は
「
規
範
的
」
要
素
し
か
、
つ
ま
り
、
不
法
事
態
の
評
価

し
か
残
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
規
範
的
責
任
概
念
は
完
全
に
純
粋
な
形
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
心
理
的
責

任
見
解
と
純
粋
規
範
的
責
任
見
解
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
一
面
で
、
故
意
に
つ
い
て
は
心
理
的
事

実
そ
の
も
の
と
云
っ
て
よ
い
が
、
過
失
は
「
義
務
違
反
の
不
注
意
」（
第
一
二
条
第
三
項
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
評
価
が
入
り
込
ん
で
お

り
、
も
は
や
た
ん
な
る
心
理
的
事
実
と
は
い
え
な
い
。
他
面
で
、
責
任
能
力
、
禁
止
の
認
識
の
可
能
性
及
び
期
待
可
能
性
と
い
っ
た
本
来

の
責
任
要
素
は
、
不
法
に
属
す
る
事
態
の
単
な
る
「
評
価
」
で
は
な
く
、
責
任
無
能
力
の
根
拠
と
な
り
う
る
精
神
障
害
（
第
一
九
条
第
一

項
）
と
か
免
責
緊
急
避
難
（
第
一
八
条
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
複
雑
な
事
態
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
行
為
の
刑
法
評
価
の
全

て
の
段
階
で
、
一
定
の
実
態
的
事
実
が
、
主
観
的
な
そ
れ
を
含
め
て
、
規
範
的
観
点
の
下
で
評
価
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
に
心
理

学
的
な
責
任
概
念
と
純
粋
に
規
範
的
な
責
任
概
念
を
区
別
す
る
こ
と
は
止
め
る
べ
き
で
あ
る
（
221
）。

故
意
、
過
失
を
構
成
要
件
に
分
類
す
る
か
、
責
任
に
分
類
す
る
か
は
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
責
任
で
は
法
的
当
為
要
求

を
認
識
し
、
こ
れ
に
従
う
可
能
性
が
問
題
と
な
る
と
い
う
点
で
は
見
解
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
行
為

者
へ
の
個
人
非
難
が
で
き
る
。
三
個
の
責
任
前
提
要
件
が
区
別
さ
れ
る
。
先
ず
、
責
任
能
力
で
あ
る
。
行
為
者
に
は
二
重
の
能
力
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
は
、
心
理
的
・
精
神
的
に
、
行
為
の
不
法
を
洞
察
し
、
こ
の
洞
察
に
従
っ
て
適
法
に
行
為
す
る
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
九
条
）。
次
に
、
行
為
者
に
違
法
性
の
意
識
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
一
条
）。
最
後
に
、
規
範

適
合
行
為
の
期
待
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
。
期
待
不
可
能
性
の
思
想
に
基
づ
く
の
が
、
免
責
緊
急
避
難
（
第
一
八
条
）、
過
剰
防
衛
（
第
一
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六
条
第
二
項
）、
強
制
（
第
四
八
条
）、
命
令
服
従
行
為
（
第
四
八
条
）
と
い
っ
た
責
任
阻
却
事
由
、
責
任
減
軽
事
由
で
あ
る
（
222
）。

責
任
原
理
と
意
思
自
由
に
関
し
て
、
学
説
の
一
部
に
は
、
刑
法
典
が
人
間
の
意
思
自
由
か
ら
出
立
し
て
い
る
こ
と
、
責
任
原
理
が
刑
法

典
の
人
間
像
へ
の
逆
推
論
を
可
能
と
し
て
い
る
と
論
ず
る
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
は
、
他
行
為
能
力
、
つ
ま
り
、
犯
罪
動
機
を

制
禦
し
、
決
定
を
価
値
と
規
範
に
従
わ
せ
る
能
力
、
適
法
に
行
為
す
る
能
力
を
前
提
と
す
る
。
個
人
の
自
律
な
し
に
責
任
は
存
在
し
な
い
。

「
責
任
非
難
な
し
に
処
罰
す
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
刑
罰
の
意
味
が
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
う
」。
自
律
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
責
任
刑
法

か
ら
そ
の
土
台
を
奪
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
の
形
態
で
他
人
に
害
悪
を
加
え
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

責
任
は
非
決
定
論
的
人
間
像
を
前
提
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
本
説
は
、
人
間
は
い
つ
で
も
良
心
の
声
と
誘
惑
の
声
に
従
う
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
古
典
的
非
決
定
論
は
今
日
も
は
や
維
持
で
き
な
い
と
論
ず
る
。
人
間
の
自
由
な
意
思
か
ら
出
立
で
き
る
に
し
て
も
、
人
間
は
個
別

事
例
に
お
い
て
強
力
な
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
人
間
の
自
己
答
責
と
人
間
の
理
性
の
自
律
性
に
訴
え
る
こ

と
に
は
意
味
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
心
理
的
に
健
全
な
成
人
の
答
責
の
思
想
は
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
そ
し
て
人
間
の
意
識
の
現
実
だ
か

ら
で
あ
る
。
誰
も
が
、
自
分
の
行
為
の
前
提
と
し
て
の
自
由
の
確
実
性
か
ら
出
立
し
て
い
る
し
、
他
人
の
自
由
な
行
為
を
予
期
し
て
い
る
。

本
説
は
、
抽
象
的
に
人
間
の
意
思
自
由
か
ら
出
立
す
る
が
、
個
々
の
人
間
が
具
体
的
事
例
に
お
い
て
実
際
に
自
由
で
あ
る
か
否
か
は
こ
れ

と
は
別
の
問
題
で
あ
る
と
論
ず
る
。
類
と
し
て
の
人
間
の
自
由
か
ら
そ
の
時
々
の
所
為
状
況
に
お
け
る
個
々
人
の
自
由
を
推
論
で
き
る
と

い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
所
為
の
瞬
間
の
行
為
者
の
心
が
ど
の
よ
う
に
見
え
た
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
犯
行
が
そ
の
動

機
を
生
じ
さ
せ
る
厳
し
い
状
況
の
所
産
に
過
ぎ
ず
、
行
為
者
に
は
具
体
的
状
況
に
お
い
て
法
秩
序
の
規
範
に
従
う
た
め
の
力
が
丁
度
欠
如

し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
・
比
較
責
任
判
断
だ
け
が
可
能
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
云
え
る
こ
と
は
、
行
為
者
に

代
わ
る
平
均
人
な
ら
、
他
行
為
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者
に
他
行
為
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
の
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本
質
に
関
す
る
経
験
か
ら
行
為
者
に
代
わ
る
他
人
な
ら
他
行
為
を
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
個
人
の
責
任
は
結
局
の
と
こ
ろ
証

明
で
き
な
い
。
証
明
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
行
為
者
が
特
定
の
状
況
に
お
い
て
心
理
的
衝
動
の
自
己
制
禦
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
、

そ
こ
か
ら
生
ず
る
規
範
的
応
答
可
能
性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
能
な
の
は
さ
ら
に
、
精
神
医
学
の
認
識
を
用
い
て
刑
法

上
の
答
責
と
い
う
一
般
的
仮
説
を
個
別
事
例
に
関
連
づ
け
て
論
駁
す
る
こ
と
で
あ
る
（
223
）。

学
説
に
は
、
刑
法
の
責
任
概
念
は
刑
事
政
策
の
必
要
性
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
だ
と
論
ず
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
所
為
の
繰
り
返
す
こ
と

の
で
き
な
い
状
況
に
お
け
る
行
為
者
の
個
人
的
能
力
に
完
全
に
照
準
を
合
わ
せ
る
な
ら
、
刑
法
は
そ
の
任
務
に
堪
え
ら
れ
な
い
。
行
為
自

由
は
証
明
で
き
な
い
、
ま
し
て
や
刑
事
手
続
き
の
形
態
、
認
識
手
段
で
は
証
明
で
き
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
も
責
任
刑
法
は
挫
折
す
る
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
人
間
行
為
、
犯
罪
行
為
の
発
生
連
関
の
研
究
が
進
む
ほ
ど
、
個
別
化
と
い
う
こ
と
を
真
摯
に
考
慮
す
る
な
ら
、
大

部
分
の
犯
罪
者
に
対
す
る
責
任
非
難
は
維
持
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
結
論
を
避
け
る
に
は
、
抽
象
的
に
理
解
さ
れ
た
、

「
一
般
・
社
会
的
」
責
任
概
念
を
考
え
る
し
か
な
い
。
責
任
判
断
を
行
為
者
の
状
況
に
お
か
れ
た
平
均
人
に
関
連
づ
け
る
以
外
の
他
の
方
法

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、一
定
の
限
界
内
に
お
け
る
法
律
遵
守
能
力
を
前
提
と
す
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、刑
法
の
意
味
で
の「
責

任
」
は
決
し
て
現
実
の
責
任
を
意
味
す
る
の
で
な
い
、
つ
ま
り
、
責
任
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
刑
罰
の
十
分
な
正
当
化
と
な
ら
な
い
と
（
224
）。

注（
139
）
H
einz
M
üller-D
ietz,Grenzen
des
Schuldgedankens
im
Strafrecht,1967,57
ff.

（
140
）
W
ernerM
aihofer,M
enschenbild
und
Strafrechtsreform
,in:Gesellschaftliche
W
irklichkeitim
20.Jahrhundertund
Strafrechtsreform
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(Berliner
U
niversitätstage),1964,5
ff.,13
ff.

（
141
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
39
III1;ähnlich
H
.-L.Schreiber,H
.R
osenau,Rechtliche
Grundlagen
derpsychiatrischen
Begutachtung,

in:U
.V
enzlaff,K
.Foerster(H
rsg.),Psychiatrische
Begutachtung,4.A
ufl.,2004,53
ff.,59（
責
任
と
い
う
の
は
、「
経
験
に
基
づ
く
と
実
利
的
に
、

通
常
の
条
件
下
で
市
民
に
予
期
さ
れ
う
る
そ
し
て
予
期
さ
れ
る
行
動
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
及
び
社
会
的
生
活
を
行
う
た
め

に
相
互
に
帰
属
さ
せ
る
可
能
性
の
誤
用
」
で
あ
る
）。
J.K
rüm
pelm
an,D
ogm
atischeund
em
pirischeProblem
edessozialen
Schuldbegriffs,GA

1983,337
ff.,347
f.;K
.K
ühl,Strafgesetzbuch
K
om
m
entar,26.A
ufl.,2007,V
or
§
13
Rn
23.

（
142
）
V
gl.W
.G
allas,Zum
gegenw
ärtigen
Stand
derLehrevom
V
erbrechen,ZStW
67(1955),1ff.,45「
責
任
と
は
所
為
に
現
れ
た
法
的
に
是
認
さ

れ
な
い
心
情
に
照
ら
し
た
所
為
の
非
難
可
能
性
で
あ
る
」;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.52),§
10
Rn
400「
責
任
と
は
所
為
の
基
礎
に
あ
る
法
的
に
非

難
に
値
す
る
心
情
に
照
ら
し
た
所
為
の
非
難
可
能
性
を
意
味
す
る
」。

ガ
ラ
ス
、イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
、ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
／
ボ
イ
ル
ケ
／
ザ
ッ
ツ
ガ
ー
と
は
異
な
る
特
徴
を
も
つ
心
情
責
任
概
念
を
展
開
す
る
の
が
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
（
一
九
二
〇
―
二
〇
〇
二
）
で
あ
る
。
刑
法
の
責
任
と
い
う
の
は
変
わ
ら
ぬ
心
情
で
な
く
、
個
別
行
為
と
関
係
し
た
心
情
、
つ
ま
り
、

「
不
法
の
個
別
行
為
心
情
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
行
為
者
が
社
会
生
活
の
価
値
を
そ
の
所
為
に
お
い
て
ま
じ
め
に
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
る
と
、
刑
法
の
責
任
と
い
う
の
は
、「
行
為
者
が
意
思
行
為
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
精
神
的
行
為
に
お
い
て
も
ま
じ
め
に
考
え
な
か
っ
た
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
哲
学
的
意
思
自
由
の
問
題
と
は
関
係
が
な
い
。「
現
に
そ
う
あ
る
行
為
者
が
、
そ
の
意
欲
に
お
い
て
、
侵
害
さ
れ
た
価
値
を

ま
じ
め
に
考
え
る
自
由
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
は
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
て
い
な
い
。
行
為
者
が
許
さ
れ
ず
に
侵
害
さ
れ
た
価
値
を
ま
じ
め
に
考
え
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
そ
の
都
度
確
認
す
る
こ
と
を
も
っ
て
十
分
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
E
.Schm
idhäuser,StrafrechtA
T
,2.A
ufl.,1984,7.

K
ap
Rn.4ff.し
か
し
、
本
説
か
ら
す
る
と
、
行
為
者
は
、
法
の
要
求
を
ま
じ
め
に
考
え
た
が
、
し
か
し
、
自
分
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
の
思
い
か
ら
、

敢
え
て
こ
れ
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
責
任
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
逆
に
、
行
為
の
制
禦

能
力
の
欠
如
の
た
め
に
責
任
無
能
力
と
見
ら
れ
る
者
に
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
適
切
で
な
い
。
V
gl.R
oxin,(Fn.8),

§
19
Rn
26.

（
143
）
Baum
ann/W
eber/M
itsch,(Fn.115),§
18
Rn
23.

（
144
）
Baum
ann/W
eber/M
itsch,(Fn.115),§
23
Rn
7
ff.,Rn
59
ff.

（
145
）
H
.Schöch,(Fn.49),§
20
Rn
22
ff.;ders.,W
illensfreiheitund
Schuld
auskrim
inologischerSicht,in:J.E
isenberg
(H
rsg.),D
ie
Freiheitdes

M
enschen,1998,82
ff.V
gl.B.Burkhardt,Freiheitsbew
ußtsein
und
strafrechtliche
Schuld,in:Lenckner-FS.1998,1
ff.「
行
為
者
は
、
自
己
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の
視
点
か
ら
、
他
の
、
つ
ま
り
、
規
範
適
合
の
決
定
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
法
の
決
定
を
し
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
で
行
為
者
は
非
難
さ
れ

る
」;ders.,U
nd
sie
bew
egtunsdoch:die
Freiheit,D
asM
agazin
N
r.2,21
ff.,24;ders.,W
ie
istes,ein
M
ensch
zu
sein?,in:Eser-FS,2005,77

ff.;ders.,Gedanken
zu
einem
individual-und
sozialpsychologisch
fundierten
Schuldbegriff,in:M
aiw
ald-FS,2010,79
ff.

（
146
）
T
.H
örnle,K
rim
inalstrafe
ohne
Schuldvorw
urf,2013,36
ff.

（
147
）
R
oxin,(Fn.8),§
19Rn
1ff.な
お
、
キ
ン
ト
・
ホ
イ
ザ
ー
は
、
責
任
を
「
法
誠
実
の
欠
如
」
と
理
解
す
る
。
民
主
主
義
の
規
範
が
正
当
と
認
め
る
拘
束
効

果
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
忠
誠
」、
つ
ま
り
、
法
誠
実
に
基
づ
き
、
し
か
も
そ
れ
に
依
拠
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
は
「
法
誠
実
の
欠
如
」、
す
な
わ

ち
、
法
に
則
っ
た
意
思
疎
通
を
そ
も
そ
も
可
能
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
忠
誠
の
欠
如
で
あ
る
。
こ
れ
が
責
任
を
阻
却
す
る
。
U
.K
indhäuser,

Rechtstreue
alsSchuldkategorie,ZStW
107
(1995),701
ff.ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
は
キ
ン
ト
ホ
イ
ザ
ー
説
が
自
説
に
近
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
用

語
法
で
は
責
任
を
適
切
に
説
明
で
き
な
い
と
論
ず
る
。
認
識
の
な
い
過
失
行
為
者
や
禁
止
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
者
が
「
法
誠
実
」
で
な
い
と
い
え
る
の
か
、

そ
れ
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
忠
誠
」
を
欠
如
さ
せ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
と
。
さ
ら
に
、
答
責
の
予
防
的
要
素
が
キ
ン
ト
ホ
イ
ザ
ー
の
責
任
論
で
は
ほ
と

ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
。
R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
50.

（
148
）
Jescheck,(Fn.120),75.こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
は
予
防
上
不
必
要
な
刑
罰
は
社
会
的
に
意
味
の
あ
る
目
的
を
も
た
な
い
と
答
え
る
。
R
oxin,

(Fn.8),§
19
Rn
9.

（
149
）
V
gl.V
.K
rey,D
eutschesStrafrechtA
T
,3.A
uf.2008,§
18
Rn
646;S.W
eber,D
ie
Bedeutung
desSchuldprinzipsim
Jugendstrafrecht,

2011,46
f.

（
150
）
G
.Jakobs,Schuld
und
Prävention,1976,32.

（
151
）
G
.Jakbs,StrafrechtA
T
,2.A
ufl.,1991,1.A
bschn
Rn
9
f.

（
152
）
Jakobs,(Fn.151),1.A
bschn
Rn
15.

（
153
）
Jakobs,(Fn.150),9.

な
お
、
ヤ
コ
プ
ス
説
に
近
い
の
が
、
ア
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
で
あ
る
が
、「
責
任
」
と
い
う
用
語
に
代
わ
っ
て
「
個
別
的
帰
属
」
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
。
H
.

A
chenbach,
Individuelle
Zurechnung,
V
erantw
ortlichkeit,
Schuld,
in:
B.
Schünem
ann
(H
rsg.),
Grundfragen
des
m
odernen

Strafrechtssystem
s,1984,135
ff.そ
の
他
、
U
.N
eum
ann,N
eue
Entw
icklungen
im
Bereich
derA
rgum
entationsm
usterzurBegründung

oder
zum
A
usschluß
strafrechtlicher
V
erantw
ortlichkeit,ZStW
99
(1987),567
ff.

（
154
）
V
gl.Bom
m
er,(Fn.10),V
or
A
rt.19
Rn
53;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
12.
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（
155
）
Jakobs,(Fn.150),32;ders.,D
as
Schuldprinzip,1993,24
f.

（
156
）
R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
34;V
.K
rey,(Fn.149),§
18
Rn
643;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.52),§
10
Rn
408
f.;F.Streng,M
ünchner

K
om
m
entar
Strafgesetzbuch
Bd.1,2003,§
20
Rn
21
f.

（
157
）
K
.-L.K
unz,Prävention
und
gerechte
Zurechnung,ZStW
1986,823
ff.,832.

（
158
）
K
.Seelm
ann,StrafrechtA
T
,4.A
ufl.,2009,23.

（
159
）
C.R
oxin,Zur
Problem
atik
des
Schuldstrafrechts,ZStW
1984,641
ff.,647.

（
160
）
R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
35;K
unz,(Fn.157),827;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
12;D
.R
össner,D
ie
unverzichtbaren
A
ufgaben
des

Strafrechtsim
System
derV
erhaltenskontrolle,in:K
eller-FS,2003,213ff.「『
人
間
』と
い
う
個
別
存
在
が
社
会
体
制
の
予
防
的
必
要
事
で
量
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
、
道
具
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
犯
罪
法
が
貼
付
理
論
に
よ
っ
て
ず
っ
と
前
に
斥
け
て
い
た
手
続
き
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
有

罪
判
決
が
現
実
の
犯
罪
行
為
の
認
定
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
支
配
の
規
準
に
基
づ
く
帰
属
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」。

（
161
）
G
.Stratenw
erth,W
as
leistetdie
Lehre
von
den
Strafzw
ecken?,1995,12
f.

（
162
）
C.R
oxin,W
as
bleibtvon
der
Schuld
im
Strafrechtübrig,ZStR
1987,356
ff.,366.

（
163
）
Bom
m
er,(Fn.10),V
or
A
rt.19
Rn
55;B.Schünem
ann,A
.von
H
irsch,N
.Jahreborg
(H
rsg.),Positive
Generalprävention,1998.

（
164
）
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
90;ders.,(Fn.17),199;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
12;Baum
ann/W
eber/M
itsch,(Fn.143),§
18
Rn
22.

（
165
）
G
.Jakobs,Zur
gegenw
ärtigen
Straftheorie,in:K
.-M
.K
odalle
(H
rsg.),Strafe
m
uss
sein?,1998,29
ff.,36.

（
166
）
Bom
m
er,(Fn.10),V
or
A
rt.19
Rn
56.

（
167
）
F.Streng,Schuld
ohne
Freiheit,ZStW
101
(1989),283
ff.

（
168
）
V
gl.M
.K
illias,M
uss
Strafe
sein?,ZStrR
1980,31
ff.,47.

（
169
）
V
gl.Jescheck,(Fn.120),73.

（
170
）
R
.M
erkel,W
illensfreiheitund
rechtliche
Schuld,2008,124
ff.

（
171
）
E
.H
einitz,Strafzum
essung
und
Persönlichkeit,ZStW
63(1951),57ff.,74「
人
は
そ
の
人
生
に
お
い
て
、
様
々
な
理
由
か
ら
そ
う
な
っ
た
こ
と
を

考
慮
す
る
こ
と
な
く
、現
に
あ
る
こ
と
に
責
任
を
負
う
」;A
.G
rafzu
D
ohna,Ein
unausrottbaresM
ißverstöndnis,ZStW
66(1954),505ff.,508「
人

は
、
自
分
の
為
す
こ
と
に
、
そ
れ
が
自
分
の
人
格
の
発
露
で
あ
る
限
り
、
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
、
優
れ
て
い
る
点
で
も
劣
っ
て
い
る
点
で
も
自
分
の
人

と
な
り
に
見
合
っ
た
報
い
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
社
会
生
活
の
基
本
原
則
で
あ
る
」;K
.
F.
W
.
E
ngisch,D
ie
Lehre
von
der

北研 51 (1・36) 36

論 説



W
illensfreiheitin
der
strafrechtsphilosophischen
D
oktrin
der
Gegenw
art,2.A
ufl.,1965.V
gl.R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
28.

（
172
）
R
.
D
.
H
erzberg,
W
illensunfreiheit
und
Schuldvorw
urf,
2010,
1
ff.;
ders.,
Ü
berlegungen
zum
ethischen
und
strafrechtlichen

Schuldbegriff,in:A
chenbach-FS,2011,157
ff.,162
ff.

（
173
）
H
erzberg,(Fn.172.W
illensunfreiheit),90
ff.

（
174
）
H
erzberg,(Fn.172.A
chenbach),157,184
f.

（
175
）
H
erzberg,(Fn.172.W
illensunfreiheit),99.

（
176
）
H
örnle,(Fn.146),47
f.

（
177
）
A
chenbach,(Fn.153),140
ff.

（
178
）
W
.K
argl,K
ritik
des
Schuldprinzips.Eine
rechtssoziologische
Studie
zum
Strafrecht,1982.

（
179
）
U
.
Scheffler,
K
rim
inologische
K
ritik
des
Schuldstrafrechts,
1985;
ders.,
Grundlegung
eines
krim
inologisch
orientierten

Strafrechtssystem
s,1987.

（
180
）
M
.
Baurm
ann,Zw
eckrationalität
und
Strafrecht,1989;ders.,Schuldlose
D
ogm
atik?,in:K
.
Lüderssen,
F.
Sack
(H
rsg.),Sem
inar:

A
bw
eichendes
V
erhalten,Bd.IV
,1980,196
ff.（
責
任
概
念
は
規
範
的
応
答
可
能
性
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

犯
罪
法
の
介
入
は
そ
の
人
格
関
係
的
核
心
に
お
い
て
も
形
而
上
学
的
基
礎
に
依
存
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
と
い
う
の
は
、
規
範
的
応
答
可
能
性
と
い
う
の

は
、
他
行
為
可
能
性
と
は
反
対
に
、
自
由
意
思
の
思
索
と
は
全
く
関
係
な
く
決
定
さ
れ
う
る
内
容
を
有
す
る
、
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
に
せ
よ
、
経
験
的
な

人
の
性
質
だ
か
ら
で
あ
る
）。
ders.,Strafe
im
Rechtsstaat,in:M
.Baum
ann,H
.K
liem
t(H
rsg.),D
ie
m
oderne
Gesellschaftim
Rechtsstaat,

1990,109
ff.（
邦
訳
、
吉
田
敏
雄
「
法
治
国
に
お
け
る
刑
罰
」
北
海
学
園
大
学
『
法
学
研
究
』
二
一
・
一
（
一
九
八
五
）
八
九
頁
以
下
。

（
181
）
V
gl.R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
51
ff.

（
182
）
G
.D
etlefsen,Grenzen
derFreiheit.Bedingungen
desH
andelns-PerspektivedesSchuldprinzips,2006,346;G
.M
erkel,H
irnforschung,

Sprache
und
Recht,in:H
erzberg-FS,2008,3
ff.

（
183
）
H
örnle,(Fn.146),49
ff.

（
184
）
H
örnle,(Fn.146),70.

（
185
）
J.G
laser,A
bhandlungen
aus
dem
O
esterreichischen
Strafrecht,1858.V
gl.M
oos,(Fn.107),902;ders.,(Fn.131),Rn
48.

（
186
）
W
.E
.W
ahlberg,D
asPrincip
derIndividualisierung
in
derStrafrechtspflege,1869,6,55.V
gl.M
oos,(Fn.107),903;ders.,(Fn.1),§
4
Rn
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70.

（
187
）
W
.W
essely,D
ie
Befugnisse
des
N
otstandes
und
der
N
otw
ehr
nach
österreichischem
Rechte,1862,13,16.V
gl.M
oos,(Fn.107),903;

ders.,(Fn.1),§
4
Rn
70.

（
188
）
K
.Janka,D
asösterreichischeStrafrecht,1886;Janka/R
ulf,D
asösterreichischeStrafrecht,2.A
ufl.,1890,125.V
gl.M
oos,(Fn.107),903.

（
189
）
E
.M
.Foltin,D
er
Gedanke
der
Zum
utbarkeit
im
tschechoslow
akischen
und
österreichischen
Strafrecht,1934,22.V
gl.M
oos,(Fn.

107),903.

（
190
）
N
ow
akow
ski,(Fn.2),V
orbem
§§
3-5
StGB,Rn
37;M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
76.

し
か
し
、
少
数
で
は
あ
る
が
観
念
論
的
責
任
概
念
を
支
持
す
る
者
も
い
る
。
プ
ラ
ッ
ツ
グ
マ
ー
（
Platzgum
m
er,(Fn.4),329ff.）
は
、
第
四
条
の
刑
罰

基
礎
づ
け
責
任
が
第
三
二
条
第
二
項
第
二
文
の
量
刑
責
任
と
全
く
関
係
が
無
い
こ
と
、
そ
れ
故
、
観
念
的
意
味
で
理
解
さ
れ
う
る
と
主
張
す
る
。
レ
ー
ヴ
ィ

シ
ュ
（
Lew
isch,(Fn.9),250）
は
、
意
思
自
由
が
ド
イ
ツ
で
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
「
明
白
に
実
定
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
二
三
七
頁
）
を
指
摘
し
、
答
責

の
社
会
的
説
明
、
性
格
学
的
責
任
観
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
（
二
四
〇
頁
以
下
）、「
客
観
化
さ
れ
た
責
任
体
系
」
に
選
択
自
由
が
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
人
も
そ
の
人
生
経
路
に
お
い
て
、
法
へ
の
誠
実
性
を
形
成
す
る
「
機
会
と
時
間
」
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
二
五
三
頁
）。
し
た

が
っ
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
シ
ュ
説
で
は
、
行
状
責
任
が
責
任
の
内
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
ク
ス
（
Fuchs,(Fn.4),2.K
ap
Rn
30ff.）
は
、
縮
減
さ
れ
た
責

任
概
念
が
刑
罰
と
い
う
法
効
果
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
「
不
十
分
」
で
あ
る
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
に
対
す
る
現
実
の
人
格
的
非
難
を
基
礎
づ
け
得

な
い
か
ら
だ
と
論
じ
（
三
〇
頁
）、
そ
し
て
、
社
会
倫
理
的
非
難
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
も
の
の
、
こ
れ
を
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
（
BGH
St2,

194）
の
言
葉
を
引
用
し
て
個
人
倫
理
的
意
味
で
理
解
す
る
（
三
二
頁
）。
V
gl.M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
78
FN
170;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
14.

（
191
）
F.N
ow
akow
ski.D
asösterreichische
Strafrechtin
seinen
Grundzügen,1955,77.本
事
案
は
、
マ
イ
ア
ー
の
講
壇
設
例
に
似
て
い
る
。
泥
棒
家

業
の
両
親
の
息
子
が
、
窃
盗
に
加
担
し
な
い
と
、
虐
待
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
マ
イ
ア
ー
は
こ
の
設
例
で
免
責
緊
急
避
難
を
一
般
規
範
化
す
る
必
要

性
に
説
得
力
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
。
M
.E
.M
ayer,D
erA
llgem
eine
T
eildesD
eutschen
Strafrechts.Ein
Lehrbuch,1915,302.バ
オ
マ
ン
も
、

超
法
規
的
免
責
事
由
の
例
と
し
て
、
抵
抗
を
許
さ
な
い
父
の
厳
し
い
し
つ
け
を
受
け
た
少
年
が
、
不
法
だ
と
知
り
な
が
ら
、
父
の
命
令
で
数
個
の
り
ん
ご
を

盗
ん
だ
を
挙
げ
て
い
る
。
J.Baum
ann,StrafrechtA
T
,1.A
ufl.,1960,370.V
gl.M
oos,(Fn.107),904.

（
192
）
O
GH
von1958
(SSt29/83)

（
193
）
F.K
adecka,Zur
Lehre
von
der
Schuld,JBl.1928,213
ff.,215
f.;ders.,V
on
der
Schädlichkeit
zur
Schuld
und
von
der
Schuld
zur

Schädlichkeit,ZStrR
50
(1936),343
(ders.,Gesam
m
elte
A
ufsätze,1959,48,53
f.,55,61)
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（
194
）
T
h.R
ittler,Lehrbuch
desösterreichischen
Strafrechts,2.A
ufl.,1955,153,160f.(1.A
ufl.,1933,116).リ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
言
葉
の
上
で
は
規
範

的
責
任
概
念
を
承
認
し
た
が
、
し
か
し
、
責
任
を
責
任
判
断
と
同
値
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
た
。
責
任
と
は
、「
行
為
者
に
所
与
の
特
定
の
事
態
で
あ
り
、

…
…
今
日
学
説
で
よ
く
言
わ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
こ
の
事
態
に
関
す
る
価
値
判
断
で
は
な
い
」。
リ
ッ
ト
ラ
ー
は
心
理
的
責
任
概
念
を
否
定
す
る
も
の
の
、

故
意
の
心
理
学
的
事
態
に
責
任
を
担
わ
せ
る
。
期
待
可
能
性
は
技
術
的
合
目
的
性
の
理
由
か
ら
の
み
故
意
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
期
待
可
能
性
は
故

意
と
並
列
す
る
も
の
で
は
な
い
と
。
結
局
、
リ
ッ
ト
ラ
ー
は
規
範
的
責
任
論
を
純
粋
な
形
で
引
き
継
い
だ
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
心
理
学
的
責
任
論
に
接
木

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
V
gl.R
.M
oos,D
ie
finale
H
andlungslehre,in:Strafrechtliche
Problem
e
der
Gegenw
artBd.II,1974,5
ff.,22
f.

（
195
）
K
edecka,(Fn.193.Lehre),215
ff.;ders.,(Fn.193.Schädlichkeit),55,61
f.V
gl.M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
70;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
14.

カ
デ
チ
カ
が
共
同
起
草
し
た
一
九
二
五
年
／
一
九
二
七
年
の
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
草
案
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
現
行
刑
法
第
三
二
条
第
二
項
の
先
駆

的
規
定
と
し
て
「
行
為
者
の
非
難
さ
れ
る
べ
き
心
情
又
は
意
思
方
向
」
と
所
為
へ
の
特
定
の
動
機
と
誘
因
責
任
と
い
う
責
任
の
二
重
要
素
を
定
め
て
い
た
。

F.K
adecka,D
erösterreichische
Strafgesetzbuch
vom
Jahre
1927
(1927),32.高
等
法
院
も
一
九
三
七
年
に
激
情
殺
人
犯
に
関
し
て
、「
犯
人
の
性

格
」
に
原
因
が
あ
る
場
合
と
「
外
的
偶
然
の
状
況
」
に
原
因
が
あ
る
場
合
と
を
法
的
に
考
え
る
人
と
い
う
規
準
に
よ
っ
て
区
別
し
た
。
SSt17/46;vgl.R
.

M
oos,W
iener
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,2.A
ufl.,2002,§
76
Rn
29
m
w
N
.

（
196
）
K
.E
ngisch,Zur
Idee
der
T
äterschuld,ZStW
61
(1942),177.V
gl.Jescheck,(Fn.120),60.

（
197
）
E
.H
einitz,Strafzum
essung
und
Persönlichkeit,ZStW
63
(1951),76.V
gl.Jescheck,(Fn.120),60
f.;M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
70;Steininger,

(Fn.1),12.K
ap
Rn
320.

（
198
）
F.N
ow
akow
ski,Freiheit,Schuld,V
ergeltung,in:Rittler-FS,1957,55
ff.,58.

（
199
）
N
ow
akow
ski,(Fn.198),70;ders.,(Fn.17),307
ff.

（
200
）
N
ow
akow
ski,(Fn.17),308.

（
201
）
N
ow
akow
ski,(Fn.17),330;ders.,(Fn.191),76.

（
202
）
N
ow
akow
ski,(Fn.17),313,321
f.

（
203
）
N
ow
akow
ski,(Fn.17),321;ders.,(Fn.191),80;M
ayer,(Fn.191),187
ff.,190.

（
204
）
M
oos,(Fn.107),906;ders.,(Fn.1),§
4
Rn
99;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
14.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
責
任
概
念
が
意
思
自
由
へ
の
信
仰
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
考
え
が
、
一
九
五
四
年
か
ら
の
刑
法
改
正
審
議
に
お
い
て
支
配

的
と
な
り
、
最
終
的
に
は
第
一
〇
条
、
第
三
二
条
第
二
項
第
二
文
と
な
っ
て
結
実
し
た
。
し
か
し
、
一
時
的
に
、
ハ
ン
ス
・
ク
レ
ツ
ァ
ツ
キ
ー
司
法
大
臣
下
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の
一
九
六
八
年
の
政
府
刑
法
草
案
に
お
い
て
現
行
第
三
二
条
の
元
に
な
っ
た
一
九
六
四
年
、
一
九
六
六
年
草
案
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

の
理
由
は
、
本
規
定
が
、「
人
間
を
状
況
と
動
機
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
る
者
と
し
て
説
明
し
、
自
己
答
責
の
存
在
と
は
説
明
せ
ず
」、
そ
れ
は
「
非
決
定

論
の
観
点
か
ら
は
耐
え
難
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
EB
RV
1968,124
zu
§
35;M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
63.

一
九
六
四
年
草
案
第
三
八
条
（
量
刑
の
一
般
的
原
則
）「
①
刑
の
量
定
の
基
礎
は
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
。
②
量
刑
に
当
り
、
裁
判
所
は
、
加
重
事
由
と

減
軽
事
由
を
、
そ
れ
が
法
定
刑
に
す
で
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
限
り
、
相
互
に
比
較
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
な
か
ん
ず
く
、
い
か
な
る

程
度
、
こ
の
所
為
が
、
法
的
に
保
護
さ
れ
る
価
値
に
対
し
て
否
定
的
又
は
無
関
心
な
行
為
者
の
態
度
に
帰
せ
ら
れ
う
る
の
か
、
又
、
い
か
な
る
程
度
、
こ
の

所
為
が
、
法
的
に
保
護
さ
れ
る
価
値
と
結
ば
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
尤
も
と
思
わ
れ
う
る
外
部
的
事
情
又
は
動
機
に
帰
す
べ
き
か
が
斟
酌
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
す
る
。
③
…
…
」。

一
九
六
八
年
草
案
第
三
五
条
（
量
刑
の
一
般
的
基
本
原
則
）「
①
刑
の
量
定
の
基
礎
は
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
。
②
刑
の
量
定
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
は
、

加
重
事
由
及
び
減
軽
事
由
を
、
そ
れ
が
す
で
に
法
定
刑
影
響
を
与
え
て
い
な
い
限
り
、
相
互
に
比
較
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
…
…
」。

（
205
）
H
.Zipf,D
erstrafrechtlicheSchuldbegriff,JBl1980,190ff.,194,196（
立
法
者
は
、「
刑
法
の
責
任
概
念
に
お
け
る
個
別
化
又
は
標
準
化
の
問
題
を
、

『
あ
れ
か
こ
れ
か
』
に
意
味
に
お
い
て
で
な
く
、『
あ
れ
も
こ
れ
も
』
に
意
味
に
お
い
て
見
、
且
つ
扱
っ
た
」）。
こ
の
立
論
は
意
思
自
由
を
肯
定
す
る
ド
イ
ツ

責
任
論
（
BGH
St2,194,200）
に
繋
が
る
。
V
gl.M
oos,(Fn.17),189;Jescheck,(Fn.115),69.

（
206
）
Leukauf/Steininger,K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,3.A
ufl.,1992,§
32
Rn
7
f.V
gl.Jescheck,(Fn.120),69.

（
207
）
F.Pallin,D
ie
Strafzum
essung
in
rechtlicher
Sicht,1982,Rn
13.V
gl.Jescheck,(Fn.120),69.

（
208
）
Pallin,(Fn.207),Rn
13;E
.Foregger,E
.Serini,Strafgesetzbuch,5.A
ufl.,1991,§
32
A
nm
.II.V
gl.Jescheck,(Fn.120),69.

（
209
）
M
oos,(Fn.35),288
ff.;ders.,(Fn.17),188
m
itFN
71.V
gl.Jescheck,(Fn.120),69.

（
210
）
M
.Burgstaller,D
ie
Strafrechtsreform
Ö
sterreichs
im
V
ergleich
m
itder
Strafrechtsreform
der
Bundesrepublik
D
eutschland,in:H
.

Lüttger
(H
rsg.),Strafrechtsreform
und
Rechtsvergleichung,1979,ders.,Sinn
und
Zw
eck
der
staatlichen
Strafe,in:K
.Porstner
(H
rsg.),

Strafrecht,V
ergeltung
und
V
ersöhnung,1983,54
f.V
gl.Jescheck,(Fn.120),70.

（
211
）
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
62.

（
212
）
W
.Stangl,D
ie
neue
Gerechtigkeit,1985,109,113.V
gl.Jescheck,(Fn.120),77.

（
213
）
V
gl.M
oos,(Fn.107),910.

（
214
）
Schm
idt,(Fn.130),570.
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（
215
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.1),477
f.,480,484
m
.w
.N
.

（
216
）
M
oos,(Fn.107),911.

（
217
）
Stratenw
erth,(Fn.63),§
2
Rn
22;F.R
iklin,Schw
eizerisches
StrafrechtA
T
,2.A
ufl.,2002,§
1
Rn
52;T
rechsel/N
oll,(Fn.64),145.

（
218
）
V
gl.Bom
m
er,(Fn.10),V
or
A
rt.19
Rn
3.

（
219
）
J.D
.H
.T
em
m
e,Lehrbuch
des
Schw
eizerischen
Strafrechts,1855,91
ff.V
gl.Stratenw
erth,(Fn.63),§
11
Rn
2.

（
220
）
V
gl.Stratenw
erth,(Fn.63),§
11
Rn
3;Bom
m
er,(Fn.10),V
or
A
rt.19
Rn
4.

（
221
）
V
gl.Stratenw
erth,(Fn.63),§
11
Rn
4.

（
222
）
V
gl.Stratenw
erth,(Fn.63),§
11
Rn
5.

（
223
）
V
gl.R
iklin,(Fn.217),§
15
Rn
13
ff.

（
224
）
V
gl.Stratenw
erth,(Fn.63),§
2
Rn
7.
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Schuld (3)

Toshio YOSHIDA

Erstes Kapitel Schuldgrundsatz und Schuldbegriff
(1) Bedeutung des Schuldgrundsatzes
A. Strafbegründende, strafschützende und strafbegrenzende
Funktion

B. Verfassungsrechtliche Absicherung
(2) Bedeutung des Schuldbegriffs
(3) Zur Problematik der Willensfreiheit
A. Geschichtliche Entwicklung im deutschsprachigen Raum
B. Gegenwärtige Situation im deutschsprachigen Raum
1. Deutschland
2. Österreich
3. Die Schweiz (Bd. 50, Nr. 2)
C. Die Auseinandersetzung mit der Willensfreiheit in Japan
a. Kimura Kameji
b. Dando Shigemitsu
c. Hirano Ryuichi
d. Fukuda Taira
e. Nakayama Kenichi
f . Eine Zwischenbilanz

(4) Psychologische Vorgänge bei der Willensbildung

Zweites Kapitel Geschichtliche dogmatische Entwicklung des
Schuldbegriffs ― vom psychologischen Schuld-
begriff zum normativen Schuldbegriff ―

(1) Deuschland
A. Frühere Lehre (Bd. 50, Nr. 3/4)
B. Der Schuldbegriff von heute
a. Müller-Dietz
b. Jescheck
c. Bauman/Weber/Mitsch
d. Schöch
e. Der funktionale Schuldbegriff
aa. Roxin

Summary 北研 51 (1・174) 174
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bb. Jakobs
cc. Streng
dd. Merkel
f . Der Charakterschuld
g. Das Strafrecht ohne Schuld

(2) Österreich
A. Frühere Lehre
B. Der Schuldbegriff von heute
C. Die Zumutbarkeit als allgemeiner Entschuldigungsgrund

(3) Die Schweiz (Bd. 51, Nr. 1)
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